
令和２年度 第２回小田原市総合教育会議 

日時：令和２年 11月 13日（金） 

                        午後１時 15分から午後３時 30分まで 

                     場所：小田原市役所 大会議室 

 

次  第 

１ あいさつ（午後１時 15分～） 

 

 

２ 講 義（講師：東京未来大学 子ども心理学部 准教授 小林 祐一 氏） 

（１）家庭教育支援について（午後１時 25分～午後２時 10分） 

   【資料１】【資料１－１】～【資料１－６】 

 

 

 

３ 議 題 

 （１）家庭教育支援について（午後２時 10分～午後３時 20分） 

   【資料２－１】～【資料２－３】 

 

 

 

４ その他（午後３時 20分～午後３時 30分） 

 

 

 

 



小田原市総合教育会議名簿 

（敬称略）  

氏  名 所 属 等 

守屋 輝彦 小田原市長 

下 正祐 小田原市教育長 

吉田 眞理 教育長職務代理者 

森本 浩司 教育委員 

益田 麻衣子 教育委員 

井上 孝男 教育委員 

  

 

小林 祐一 
（講師・アドバイザー） 

 東京未来大学 子ども心理学部 准教授 

【経歴】 

H12年 千葉大学大学院修士課程修了 

H13年 東京都公立小学校教諭 

H22年 東京学芸大学教職大学院修了 

H22年 東京都北区教育委員会指導主事 

H26年 沖縄女子短期大学専任講師 

H30年 現職 

 

【委員】 

・東京学芸大学教職大学院運営協議会委員 

・沖縄県浦添市「学校・家庭・地域・の連携協力推進

事業」運営委員会副委員長 

 

 

 

 

 



令和２年11月13日（金）13：15～
小田原市役所　７階　大会議室
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）

妊
娠
期

0
歳
児

乳
幼
児

未
就
学
児

小
学
校

中
学
校

高
校
生

指標（単位）
R1

目標
R1

実績
達成
割合

妥当性・有効性（市がやるべき理由、目
的に対する事業自体の有効性）

効率性(費用対効果)・
その他改善を図った点 今後の事業展開

方
向
性

95

生
涯
学
習
課

家庭教育
学級事業

　心身ともに健全な子どもを育成するために必要な家庭教育に関する知識や
技能を講話や話し合いを通じて学習するほか、子育てをともに相談しあえる
仲間づくりを支援するため、子育て期の養育者を対象に、ＰＴＡ等で実施され
る学習会のほか、幼稚園や保育園、小中学校で行われる入園、入学前説明
会の機会に、専門家を講師に招いた家庭教育講座や、子育て世代の交流を
生み出すような事業を開催する。

508
家庭教育
学級参加
者数(人)

2,000 1,827 91.4%

　家庭教育支援という立場で、行
政の関与が必要である。事業を
通じて、家庭教育に関する知識
や技能を学ぶほか、子育てにつ
いて相談しあえる場が設けられ
ている。

　キャンパス講師の活用等によ
り、コストの削減が図られてい
る。

　家庭教育力の向上を図るた
めに、今後も支援が必要である
ため、引き続き支援を続けてい
く。

継
続
実
施

96

生
涯
学
習
課

PTA研修
事業

　ＰＴＡ活動の充実発展及び家庭教育力の向上を図るため、子育て世代の中
心的な団体であるＰＴＡに対して、各家庭、地域に共通する問題の解決方法を
研究したり、情報交換の機会を創出する研究集会やＰＴＡ役員に対する研修
会を行う。

123
研修会参
加者数(人)

200 148 74.0%

　社会教育支援、家庭教育支援
という立場で、行政の関与が必
要であり、事業を通じてＰＴＡ活動
の充実発展が図られている。

　研究集会の実施について
は、市ＰＴＡ連絡協議会への委
託により、業務の効率化等が
図られている。

　ＰＴＡ活動の充実発展のため
に、研修の機会提供が必要で
あるため継続して支援してい
く。

継
続
実
施

99

生
涯
学
習
課

尊徳顕彰
事業

4
年
生
～

6
年
生

  二宮尊徳翁の教えを生かしたひとづくり・まちづくりを進めることを目的に、
二宮尊徳翁の教えや報徳の考え方を、小田原の文化遺産として市内外の
人々に発信する。
　例年、報徳関係団体や地元桜井地区の市民の方々と尊徳翁の事績を顕彰
する「尊徳祭」、尊徳翁の教えや報徳の考え方を学芸員等が市民に伝える
「金次郎を学ぶ会」を実施している。
　令和元年度は、10月19日と20日に開催した第61回「尊徳祭」において1,854
名、7月14日に開催した「金次郎を学ぶ会」において118名の参加を得た。

263

展示室総
入場者数
（人）・・・
（参考：現
記念館建
設以降）

598,500 593,550 99.2%

　二宮尊徳翁は、本市の貴重な
財産であり、その事跡を顕彰す
る施策は市として必要である。

　平成２３年度から開催してい
た「報徳の集い」は、平成２７年
度をもって終了し、次年度から
「金次郎を学ぶ会」に切り替
え、ゼロ予算で事業を実施して
いる。二宮尊徳翁の映画化を
「尊徳顕彰」の機会と捉え、市
として支援をしていく方針のも
と、市民応援団おだわらの事
務局機能を果たすことで、行政
と市民が一体となって本映画を
支援していく体制を整えること
ができた。

　令和2年度は、新型コロナウイル
ス感染防止対策のため、「金次郎
を学ぶ会」「尊徳祭」とも実施を見
合わせる予定である。
　3年度以降は、これまでの課題を
踏まえ、参加手法や実施内容等見
直しを行いつつ、継続していく。
　映画「二宮金次郎」については、
引き続き上映や宣伝について支援
し、都市セールスの推進にもつな
げていく。

継
続
実
施

110

生
涯
学
習
課

尊徳学習
推進事業

　二宮尊徳翁のすぐれた教えや報徳の考え方を学び実践することを目的とし
て、市民が尊徳翁の思想や事績を学ぶためのボランティア解説員を配置し
て、展示観覧者への解説をはじめ、学校や市民団体への派遣も行っている。
　また、尊徳翁の思想や事績をまとめた冊子「二宮金次郎物語」を刊行販売し
ている。
　さらに、市内小学校５・６年生を対象に「二宮金次郎とわたし」を主なテーマと
する作文募集を行い、平成30年度は第24回全国報徳サミット小田原市大会
において作文発表の場を設けるほか、市ＨＰ上の公開と作文集の作成をし
た。
　なお、新型コロナウイルス感染防止対策のため、令和2年3月4日から展示
室と生家の公開を中止した。

1,321

展示室総
入場者数
（人）・・・
（参考：現
記念館建
設以降）

598,500 593,550 99.2%

　郷土の偉人である二宮尊徳翁
は本市の貴重な財産であり、そ
の教えを学び実践するための施
策は市として必要である。

　知識、経験、意欲のある元教
員の方々を中心にボランティア
解説員として配置することで、
シニア世代の活躍の場を提供
するとともに、人件費を抑えつ
つ、事業の充実を図っている。
　作文募集事業は、ゼロ予算
事業として開催しており、小学
校４年生時に市内各小学校で
取り組まれる尊徳学習を、小学
校高学年へと継続させる効果
が期待できる。

　新型コロナウイルス感染防止
対策のため、令和2年3月4日か
ら6月8日まで展示室と生家の
公開を中止し、以後も感染リス
クを考慮し入場者数等を制限し
ながら慎重に運営を行ってい
る。
　ボランティア解説員の確保・
育成に取り組むとともに、小田
原ガイド協会など関係団体とも
連携しながら、尊徳学習をはじ
め、事業の推進を図っていく。

継
続
実
施

136

図
書
館

子どもの
読書活動
推進事業

子どもの読書機会の充実や読書活動の習慣化などについて考える機会を提
供することを目的とし、「第ニ次小田原市こども読書活動推進計画」を平成29
年3月に策定した。

33
児童書の
年間貸出
冊数

197,000 168,120 85.3%

「子どもの読書活動の推進に関
する法律」で、地方公共団体の
責務として掲げられており、子ど
も達のすこやかな成長のため、
積極的に推進していく必要があ
る。

新生児のいる家庭に配布する
リストを刷新したほか、新たに
白秋の童謡詩など、地域の独
自色を打ち出した。

読書活動が、子どもの能力を
伸ばし、健やかな成長に大きく
関わることについての理解を広
げ、子どもや子育て世代に向
けた内容を充実させていきた
い。

継
続
実
施

141

ス
ポ
ー

ツ
課

スポーツ
観戦提供
事業

小田原アリーナをホームアリーナとする「湘南ベルマーレフットサルクラブ」を
はじめ、湘南ベルマーレ（サッカー）、横浜ＤeＮＡベイスターズ（野球）など、地
元プロスポーツチームの試合に、市内の子どもたちを招待できるよう働きかけ
るとともに、プロスポーツ競技などのイベントを誘致し、市民がスポーツ観戦で
きる機会を積極的に提供する。 0

児童・生徒
数（人）

14,000 9,615 68.7%

本市スポーツ振興基本指針で
は、スポーツ意識の高揚を目標
に掲げて、「みる」スポーツの推
進を促進している。スポーツのす
そ野を拡げていくためには、市が
率先して“「みる」スポーツ”を推
進していく必要がある。

各団体やスポーツチームと連
携し、観戦チケットを無償で提
供いただいているため、費用対
効果が高い。

スポーツ観戦チケットの配布依
頼があった際は積極的に事業
を実施していく。

継
続
実
施

309

健
康
づ
く
り
課

地域自殺
対策強化
事業

○

自殺の事前予防として、日常的な心の健康の保持増進に焦点を当てた知識
の普及啓発や人材育成等を実施し、地域ぐるみによる自殺予防の推進を図
る。
ゲートキーパー養成講座の実施及び市役所本庁舎におけるパネル展示。
H30は、市町村自殺対策推進計画を策定。

258 - - - - -

自殺予防の普及啓発やゲート
キーパ研修を継続する。 継

続
実
施

対象年齢

ＮＯ
所属
(旧名)

事務事業名
義
務
的

事
業

保
護
者

事業概要と成果
（事業目的、内容、評価対象年度の主な成果）

R1
決算額
(千円)

事業の設定指標 評価・振り返り 今後の方向性
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）
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310

健
康
づ
く
り
課

食育実践
活動事業

地域において食生活実践活動を行っている小田原市食生活改善推進団体や
小田原食品衛生協会に委託し、市民への食に対する知識の普及・啓発を図
る。

180
栄養教室
等の開催
回数（回）

33 41 124.2%

小田原市食育推進計画の事業と
して位置付けられている。
対象は、幼・小・中学生とその保
護者となっていることから市民の
一部となるが、広報などによる公
募により参加者を決定している
ので偏りはない。

ボランティア活動としての事業
のため、事業費は食に関わる
材料費等実費であり、利潤を
追求するような他の民間では
対応できない。

より多くの団体会員が知識を普
及出来るよう、勉強会等で研鑽
ししていく。
また、折に触れ団体の活動を
アピールし、活動場所の拡大を
図る。

継
続
実
施

316

健
康
づ
く
り
課

小児深夜
救急医療
事業

・毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応するため、市立病院にお
いて小児科の深夜救急医療を実施する。
・小児・乳幼児の深夜帯における急病を診療するため実施している。
・小田原市立病院の小児深夜救急診療に対し負担金を支出した。 25,000

受診者数
（人）

3,000 2,079 69.3%

市立病院が小児深夜救急事業
を実施していくためには、補助金
を支出する必要がある。

-

引き続き、適切に事業を実施す
る。 継

続
実
施

320

健
康
づ
く
り
課

乳児家庭
全戸訪問
事業

○

乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、健全な育成環境の確保を図るため、生後４
か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子
育て支援に関する情報提供等を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適
切なサービス提供に繋げる。第１子及び低出生体重児等については、保健師
や助産師（健康づくり課）、それ以外（第２子以降等）の家庭はこんにちは赤
ちゃん訪問員（非常勤特別職）が訪問している。 2,395 - - - -

第２子以降等の訪問につい
て、非常勤特別職を活用するこ
とでコストの抑制を図ってい
る。
平成２９年度の子育て世代包
括支援センターの開設を機に、
本事業の所管を健康づくり課
に変更し、支援が必要な家庭
の把握や早期の支援開始につ
いて、より迅速に実施できてい
る。

継続実施

継
続
実
施

321

健
康
づ
く
り
課

妊婦健康
診査事業

○

妊婦健康診査を適切な時期に受けることにより、妊娠中の疾病の予防や異常
の早期発見に努め、妊婦の健康の保持増進に努めるため、母子健康手帳を
交付した妊婦に対し、妊娠中に14回の妊婦健康診査に係る費用の一部を助
成する。
妊娠中に１回、妊婦歯科健康診査を取扱歯科医院で実施する。

- - - -

受診率は安定し、妊婦の健康
の保持増進に役立っている。

継続実施
安全な出産を迎えるためには、
妊娠中の健康管理は不可欠で
あり、受益者負担の観点から
も、考慮が必要だが、少子化対
策としては重要である。

継
続
実
施

322

健
康
づ
く
り
課

乳幼児健
康診査事
業

○

発育・発達の節目に当たる時期に、発育・発達の確認、疾病や異常の早期発
見及び保健指導を行い、乳幼児の健康の保持増進、育児支援を図るため、
保健センターや取扱医療機関において、4か月児健康診査、8～9か月児健康
診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査及び事後
検診を実施する。
8～9か月児健康診査は取扱医療機関における個別健診で実施し、それ以外
は保健センターにおける集団健診として月11回実施。
　

- - - -

受診案内通知を個別に送付し
たことで、健診受診率が向上し
ている。
直営実施をしていることで、経
費が抑えられている。

継続実施
出生数が減少する中で、乳幼
児の健康の保持増進と育児支
援を図るため、実施回数や実
施方法等を検討していく必要が
ある。

継
続
実
施

323

健
康
づ
く
り
課

育児相談
事業

少子化や核家族化が進行し、身近に育児の相談者がいない親が増えてお
り、乳幼児を持つ親の育児不安や悩みを解消するため、育児・栄養・遊び等
の相談を通して、安心して楽しく育児ができるように支援する。また、子どもの
心身の発達の専門家である臨床心理士と保健師が、家庭状況などを把握し
て継続的に相談や助言などを行うとともに、子どもの発達検査を実施するな
ど、親の子育ての支援を推進する。
保健センターにおける月1回の定例育児相談や、子育て支援センターや地区
の公民館等に出向いて育児相談を行う。また、個別心理相談や、電話や来所
による相談は随時保健センターにおいて実施。

1,410
相談件数
（件）

4,500 5,041 112.0%

母子保健事業として実施。また、
少子化対策及び虐待予防対策と
しても実施。

相談者の要望に沿って相談対
応を行う。定例の育児相談以
外でも、随時の来所相談や電
話相談、必要時訪問にて相談
対応をしている。
また、他課との連携や地域の
育児グループ等のつながりの
中で効果をあげている。

継続実施
実施方法は要検討ではある
が、母性や乳幼児の健康の保
持増進及び育児不安の解消の
ために実施していく。

継
続
実
施

324

健
康
づ
く
り
課

母子訪問
指導事業

○

妊娠、出産及び子育て支援のため、妊産婦・未熟児を含む新生児・乳幼児の
世帯に保健師・助産師等が家庭訪問し、保健指導を実施する。

3,602 - - - -

訪問をすることで、その世帯の
育児環境に合わせた指導がで
き、家族の健康増進、育児支
援につながる。
また、家庭内の状況が見れる
ことで虐待のリスクも観察でき
る。

継続実施
実施内容（継続支援の基準等）
は要検討ではあるが、母性や
乳幼児の健康の保持増進及び
育児不安の解消のために実施
していく。

継
続
実
施

325

健
康
づ
く
り
課

子育て世
代包括支
援センター
運営事業

○

子育て世代包括支援センターはっぴぃに母子保健相談支援専門員を配置し、
妊娠届の収受及び母子健康手帳の交付に併せて面談を行うほか、相談に応
じ、妊娠中から子育て期にわたり切れ目ない支援を行うことで、児童虐待対策
の強化を図る。 - - - -

本市は母子保健型で設置して
おり、母子健康手帳交付時に
保健師等専門職が妊婦全員と
面談をすることで、妊娠中から
早期に支援できるようになって
いる。

継続実施
妊婦全員と面談する中で、得る
情報が多く、妊娠中からの切れ
目ない支援を継続していく。

継
続
実
施
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）
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326

健
康
づ
く
り
課

母子健康
教育事業

○

妊娠、出産、育児に関して集団に必要な指導・助言を行い、母子保健に関す
る知識の普及を行うことで、母性・乳幼児の健康の保持増進を図る。
ママパパ学級、子育て応援講座及び親子教室等を開催する。

1,817 - - - -

教室として実施しているものに
ついては、知識の普及に加え、
参加者同士の交流の中で情報
交換もできるため、育児支援に
つながっている。

継続実施
正しい知識が情報提供できる
よう、適宜内容や実施方法など
検討が必要と考える。

継
続
実
施

329

子
育
て
政
策
課

ファミリー・
サポート・
センター管
理運営事
業

ファミリー・サポート・センター管理運営事業は、子育てと仕事を両立するた
め、乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受けることを希望する依頼
会員と当該援助を行うことを希望する支援会員の登録や相互援助活動に関
する連絡、調整を行う。

7,527
活動件数
(通常)

4,500 5,800 128.9%

公的サービスが提供されていな
い保育施設までの送迎や保育終
了後の預かりなどの支援体制を
整えることによって、働く者が仕
事と育児を両立する手助けをす
るとともに、子育ての負担感や不
安感を軽減できる環境づくりに資
する。

年2回発行しているファミサポ
だよりに実際の活動風景を掲
載し、周知を図った。シニアバ
ンクに登録し、支援会員募集間
口を広げ周知の拡大を図っ
た。また、支援会員が活動中に
災害が起きた場合の、「災害対
策マニュアル」を作成し、会員
が安心して活動できる環境を
整えた。

公的サービスの充実については、
子ども・子育て支援事業計画に基
づき推進しているが、本事業では、
子育て家庭が必要としていること
にできるだけこたえるように対応し
ていく。また、他の事業と連携をと
りながら、本事業の周知を行い、特
に支援会員の増加策を考え、多様
化する依頼会員のニーズに対応で
きるようにする。

継
続
実
施

330

子
育
て
政
策
課

子育て支
援フェス
ティバル開
催事業

子育て中の親と子どもや子育てを支援する団体が集まり、親子が楽しめると
ともに、様々な情報を受けられるフェスティバルを開催する。楽しみながら子
育ての知識を得られるフェスティバルをコンセプトとし、親子で楽しめるゲーム
や実演などを通じて子育てに関する知識・情報などを提供する。これらの準備
作業を通じて、子育て支援団体間・行政と団体間の情報交換や連携を図るこ
とで、団体の子育て支援活動を活性化し、子育ての地域の環を広げる。

100 入場者数 5,000 5,000 100.0%

市内また近隣で活動する子育て
支援団体が一堂に介する貴重な
機会であり、団体同士のつながり
や連携が期待できるほか、来場
者にとっては様々な子育て支援
に関する情報が得られる有益な
機会となっている。

実行委員会と事務局(行政）の
役割を明確にすることで、より
効率的に実施することが期待
できる。

毎年、フェスティバルへの新規
の参加団体があり（令和元年
度：6団体）、１部屋を複数団体
で使用している等、ブースが手
狭になっている。実行委員や参
加団体と知恵を出し合い、限ら
れたスペースを有効に使い、多
くの団体が参加ですることがで
きる、大型イベントとしたい。

継
続
実
施

331

子
育
て
政
策
課

地域子育
てひろば
事業

未就園児の親同士の交流や情報交換の場（地域子育てひろば）を身近で通
いやすい場所に開設する。
まず市内26地区(連合地区単位)に地区民生委員児童委員協議会などが主体
となった地域子育てひろばを設置するとともに、子育て支援センターとの連携
強化を図り、地域の子育て力の向上を図る。

580
ひろば参加
者数

11,500 7,632 66.4%

子育て家庭への育児支援を行う
ため、子育て支援センターとの連
携を図り、地域内の親同士や地
域の支援者とのコミュニティを形
成できるひろばの開設は,子育て
家庭の母親等の不安感の解消
を図るとともに、地域の子育て力
を向上させる有効な事業である。

運営を地区民児協などに委託
するとともに、地域子育てひろ
ば連絡協議会を開催し、支援
者との意見交換や研修の実施
を通してひろば間の交流を図
り、活動の課題把握を行い、お
互いが有するノウハウを共有し
合うことにより運営しやすい環
境づくりを行った。

子育て支援センターとの連携、
情報発信方法の工夫により、
子育て家庭に対し、ひろばの活
動内容を周知するとともに、各
地域ごとに課題を探求し、地域
と課題を共有しながら回数増な
どの充実に向けて取り組んで
いく。

継
続
実
施

332

子
育
て
政
策
課

児童遊園
地管理補
助事業

児童に健全な遊び場を与え、事故等による傷害の防止及び健康の増進を図
るため、自治会や公民館、子ども会などが管理する児童遊園地の設置費、遊
具の補修・増設・撤去費、運営費、施設賠償責任保険料、遊器具保守点検料
に対する補助金を交付。

1,073
運営費補
助公園数

53 50 94.3%

児童遊園地は、設置されている
地域の子どもだけでなく、広く周
辺地域に子どもの遊び場を提供
するという公共性があるため、補
助金を支出する必要がある。
地域における子どもの遊び場と
して、居場所づくりにも寄与して
いる。

児童遊園地の遊器具の保守点
検に対し補助し、事故等のリス
クを減らし、健全な遊び場とし
て利用してもらえるよう努めて
いる。

児童遊園地の利用者が安全に
利用できるよう、必要となる支
援を行い、設置者と協力し合い
ながら、健全な管理の徹底に
努めていく。

継
続
実
施

333

子
育
て
政
策
課

子育てマッ
プ発行事
業

子育てしやすい環境となるよう、子育て世帯に有用な情報を集約したマップを
作成し、子育て支援センター、妊娠届の窓口、市民利用施設のほかこんにち
は赤ちゃん事業などを通じて配布する。

0 発行部数 10,000 10,000 100.0%

幼稚園や保育施設、小児科等の
子育てに必要とされる公的な情
報に対するニーズが多いことか
ら、子育てしやすい環境整備の
一環として、行政が実施している
ものである。

子育てに有効な情報を集約し
たマップスタイルとしたことで施
設等の位置がわかりやすくな
り、好評である。
多様化する情報収集に対応す
るため、ホームページで閲覧・
ダウンロードできるようにしてい
る。

事業の継続性を鑑み、ホーム
ページでの掲載を主とした取組
について検討していく。 継

続
実
施

334

子
育
て
政
策
課
→

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

養育支援
家庭訪問
事業

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、児童の養育について支援が必要
な家庭に対し、訪問による育児、家事等の援助や指導等、又は養育者の身体
的、精神的不調状態に対する相談や指導を行う。

34

適切な養育
環境が確
保された割
合（％）

100.0 100.0 100.0%

核家族化の進行や地域の繋がり
の希薄化に伴い、子育て家庭の
孤立化が問題となっている。この
ようなことを背景として、児童の
適切な養育について支援が必要
な家庭は増加傾向にあり、支援
が必要な家庭の把握や早期の
支援開始について、行政が中心
となり、取り組む必要がある。（児
童福祉法で市町村の努力義務
が課されている。）

効率性を向上させるため、民間
への委託方式としている。

現状どおり事業を実施してい
く。

継
続
実
施
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335

子
育
て
政
策
課
→

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

児童相談
事業

○

児童福祉法第１０条第１項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、
家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導等を行う。
また、同法第２５条の２の規定に基づき、小田原市要保護児童対策地域協議
会（２６機関で構成）を設置し、関係機関の連携による要保護児童等の適切な
保護や支援を実施する。
経済的な理由により入院助産を受けることができない妊婦に対し、入院助産
措置を行う。

5,354 - - - -

より専門的な相談・援助を行う
ため、平成１７年度から児童相
談員（非常勤特別職）を１名配
置している。

国の「児童虐待防止対策体制
総合強化プラン」に基づき、令
和4年度時点における支援拠
点の整備完了に向け、徐々に
専門職を増員していく。

見
直
し
・
改
善

336

子
育
て
政
策
課

児童扶養
手当支給
事業

○

父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない
児童を養育しているひとり親家庭等に対し、児童扶養手当を支給する。児童
を養育する、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図り、児童の健全
育成に寄与する。
・４月・８月・１２月に、児童扶養手当受給者に定時支払いを行った。また、定
時払い以外の月末に、支払対象者に随時支払いを行った。
・７月末に、児童扶養手当の更新の手続きとして、現況届を受給者全員に送
付し、資格の確認を行った。
・ホームページや、出生・転入時の案内で児童扶養手当の制度の周知を図っ
た。

877,074 - - - - -

現状どおり事業を実施してい
く。

継
続
実
施

337

子
育
て
政
策
課

母子家庭
等自立支
援事業

市内在住の母子・父子家庭及び寡婦を対象として、母子家庭等が持つ不安を
解消し、生活の安定と早期の自立を図るとともに、児童の健全な成長の確保
を図る。・母子・父子自立支援員による相談業務において、自立に必要な情
報提供及び指導を行ったほか、職業能力の向上及び求職活動に関する支援
を行った。
・教育訓練給付金（2件）、高等職業訓練促進給付金（11件）の支給、母子福
祉資金を償還した者に対する利子補給（2件）を行った。

12,156

制度の利
用により有
利な修業に
結びついた
件数（件）

15 5 33.3%

本制度の活用により就労所得の
増加が図られているため、成果
は得られている。

-

教育訓練給付金の修了者にア
ンケートを実施し体験談を公開
しながら利用者の増加を図る。 継

続
実
施

338

子
育
て
政
策
課

児童手当
支給事業

○

中学生修了（１５歳に到達後の最初の年度末）までの児童を養育している公
務員以外の者に対し、児童手当を支給する。児童を養育している者に児童手
当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。・６月・１０月・２月に、児童手
当受給者対し定時支払いを行った。また、５月・９月・１月以外の月末に、支払
対象者に随時支払いを行った。
・５月末に、児童手当の更新の手続きとして、現況届を受給者全員に送付し、
資格の確認を行った。
・ホームページや、母子健康手帳の配布時、出生・転入時の案内で児童手当
の制度の周知を図った。

2,630,891 - - - - -

マイナンバー制度及びマイナ
ポータル開始に向けての準備・
調整を行っていく。

継
続
実
施

339

子
育
て
政
策
課

子育て支
援拠点管
理運営事
業

子育て家庭に対する育児支援を行うために、子育て支援センターを設置し、
子育てひろばの運営、育児不安等についての相談指導、子育てに関する情
報の収集及び提供、子育てに関する講座等の実施、子育てサークルへの支
援等を行うことにより、子育て家庭の母親等の育児に対する不安感、負担感
の軽減を図る。

33,917
参加家庭
数

20,000 20,027 100.1%

子育て家庭が抱える育児に対す
る不安感、負担感を軽減し、安心
して子どもを育てられる環境を作
る。

運営をプロポーザルで選定し
た事業者に委託するとともに、
市が各支援センター間での連
携や地域子育てひろばへの支
援(研修)の調整を行った。
また、令和２年度に小田原駅
前の交流施設内に、おだぴよ
子育て支援センターが移転す
ることから、支援センターの管
理運営に指定管理者制度を導
入することとし、関係条例の整
備等、対応を進めた。

これまで培ってきた各関係機関
との連携や地域とのつながりを
継続するとともに、指定管理者
制度に移行し、より柔軟に子育
て家庭のニーズに即した事業
が展開できるようにする。 継

続
実
施

340

子
育
て
政
策
課

児童プラ
ザ管理運
営事業

川東タウンセンターマロニエ内に児童プラザラッコを開設し、児童の遊び場を
提供するとともに、指導員を配置し、児童の遊びに対する助言・指導、安全確
保及び利用児童の健全育成のための見守りを行う。

3,228 利用者数 30,000 25,294 84.3%

子どもは、遊びを通して自らの創
造性や主体性を向上させてゆく
ものと考えられ、子どもの成長に
とって遊びは必要不可欠なもの
である。雨天時でも遊べる場の
提供は必要である。

老朽化が著しかった床を全面
改修(H30.11月～12月）し、安
全に子どもが遊べる環境を整
えた。
平成２８年度から、アクティブシ
ニア応援ポイント事業の対象
活動になっている。

隣接するマロニエ子育て支援
センターとの連携等、限られた
スペースをあり方を検討してい
く。

継
続
実
施
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341

子
育
て
政
策
課

小児医療
費助成事
業

小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成支援を図
り、小児の健康増進に資する。
小児が療養または医療の給付を受けた場合に、健康保険各法の規定により
対象者が負担すべき額（入院時食事療養費の標準負担額は除く）を助成す
る。
対象者
・健康保険に加入している0歳から中学校卒業までの小児を養育する者。平
成28年6月からは就学前までの所得制限を廃止し10月からは通院の対象年
齢を中学校卒業までに拡大した。
助成方法
・対象者には医療証を発行し、健康保険証を一緒に医療機関へ提示すること
により、医療費を支払わずに受診できる。県外の医療機関を受診した場合
は、領収書等により、医療費を還付する。
・ホームページなどを通じて制度の周知を図った。

561,676
年間助成
額（千円）

558,391 541,288 96.9%

小児にかかる医療費の一部を助
成することによりその健全な育成
を図り、小児の健康増進に資す
るとともに子育て世代の経済的
負担を軽減する。

-

扶助費削減に向け、適正受診
等の啓発活動。

継
続
実
施

342

子
育
て
政
策
課

ひとり親家
庭等医療
費助成事
業

ひとり親家庭等の父又は母と児童が、療養または医療の給付を受けた場合
に、健康保険各法の規定により、対象者が負担すべき額（入院時食事療養費
の標準負担額は除く）を助成する。
対象者
・ひとり親家庭の父または母と児童
・養育者家庭の養育者と児童
・児童の年齢は満18歳になった日以後の最初の3月31日まで。児童に一定の
障がいがあるとき、高校等に在学しているときは、20歳未満まで。
・児童扶養手当の所得制限に準ずる所得制限あり。
助成方法
・県内医療機関で受診する場合は、医療機関に医療証と健康保険証を提示
することにより、医療費を支払わずに受診できる。
・県外医療機関で受診する場合は、領収書等により、医療費を還付している。

128,836
年間助成
額（千円）

136,316 125,508 92.1%

ひとり親家庭等の保健の向上と
福祉の増進を図る。

-

扶助費削減に向け、適正受診
等の啓発活動。

継
続
実
施

343

子
育
て
政
策
課

未熟児養
育医療費
助成事業

○

指定養育医療機関に入院することを必要とする出生体重が2,000グラム以下
または生活力が特に薄弱な乳児に対し、養育に必要な医療を行い、生活能
力を得させる。

・対象者の管理を行った。
・対象者には養育医療券を発行するとともに、指定養育医療機関には養育医
療給付決定通知書を発行し、養育に必要な医療を給付した。
・対象者の医療費について、毎月国民健康保険団体連合会及び社会保険診
療報酬支払基金を通じて医療機関に支払った。
・ホームページなどを通じて制度の周知を図った。

8,365 - - - - -

現状どおり事業を実施してい
く。

継
続
実
施

344

子
育
て
政
策
課
→

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

市障害児
通園施設
「つくしん
ぼ教室」運
営事業

　児童福祉法第６条の２の２第２項に定める児童発達支援サービスを提供す
ることで、児童の情緒の発達や日常生活に必要な基本的動作の習得、集団
生活への適応が進むよう支援する。また、保護者が子どもの障がいを受容
し、子どもの発達に応じた子育てをするための援助を行う。

37,994
通園児童
数（延べ人
数）

1,400 1,241 88.6%

児童発達支援は、民間事業者に
よるサービスも提供されている
が、現在、発達に課題のある児
童など利用者も増加傾向にあ
り、市の関係事業や民間事業者
とも連携を取りながら実施してい
くことが必要

乳幼児期における早期療育
（支援、訓練、相談）の提供に
より、障害児のより健やかな成
長を促すとともに、安心して子
育てできる環境づくりに繋がっ
た。

つくしんぼ教室において、児童
発達支援以外の保育所等訪問
支援及び障害児相談支援を新
たに実施することにより、関係
機関との連携強化、発達段階
に沿った支援の提供等、これま
でとは別の視点で機能強化を
図り、療育の効果を高めていく
必要がある。

継
続
実
施

345

子
育
て
政
策
課
→

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

保育所等
訪問支援
事業

　保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活
への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行う。
　現状、市内事業者は１事業者（ほうあんふじ）のみであり、サービスの供給
量が著しく不足しているため、市の直営で実施する。
　主に、つくしんぼ教室において児童発達支援サービスを利用している園児
等を対象に、療育を専門とする保育士と臨床心理士等が保育所等を訪問して
必要な支援を行い、つくしんぼ教室と保育園等の両面から療育効果の向上を
図る。

2,760
対象児童
数（人）

10 19 190.0%

　市内事業者は１事業者（ほうあ
んふじ）のみであり、サービスの
供給量が著しく不足しているた
め、市の直営で実施する必要が
ある。

　主に、つくしんぼ教室におい
て児童発達支援サービスを利
用している園児等を対象に、療
育を専門とする保育士と臨床
心理士等が保育所等を訪問し
て必要な支援を行い、つくしん
ぼ教室と保育園等の両面から
療育効果の向上を図る。

つくしんぼ教室において、児童
発達支援以外の保育所等訪問
支援及び障害児相談支援を新
たに実施することにより、関係
機関との連携強化、発達段階
に沿った支援の提供等、これま
でとは別の視点で機能強化を
図り、療育の効果を高めていく
必要がある。

継
続
実
施
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346

子
育
て
政
策
課
→

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

早期発達
支援事業

　現場の保育士の負担感を軽減し、園児に対して適切な支援を行うことがで
きるようにするため、臨床心理士、保健師、教育コーディネーター等が保育所
等を訪問し、発達に課題があると思われる、いわゆる「気になる子」の行動等
を観察し、保育士に対して、園児への支援方法について専門的見地から助言
指導するとともに、関係各機関と連携を図り、小児の心理や精神、発達等に
見識のある指導医師等を交えたケース会議のほか、巡回訪問、発達障害に
関する講習会を行う。 1,872

対象児童
数（人）

350 443 126.6%

　保育所、幼稚園等を中心に乳
幼児健診、障害児保育、就学前
の連携など、市は各関係機関と
のコーディネート役を担う必要が
ある。

　平成２４年度から臨床心理士
等による巡回訪問の対象を
年々拡大してきており、民間施
設等に対する訪問回数が増え
ている。一方で公立保育所で
は対象児童が増加する中、保
育士がケース会議や研修会へ
積極的に参加するなどにより
障害児支援に対し自園でコー
ディネートできる指導的な保育
士が養成され、訪問回数を抑
えるなどコストの抑制にも繋
がっている。

　現状どおり事業を実施してい
く。

継
続
実
施

347

教
育
指
導
課

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

おだわら子
ども若者
教育支援
センター整
備事業（新
規）

発達面において支援を必要とする児童等が増加している現状を捉え、乳幼児
期から学齢期・青壮年期に至るまで、子どもの発達支援を軸に、これまで各
施策やライフステージにおける相談・支援機能を集約し、切れ目のない総合
的なサービスを提供するとともに、教育・保育現場での支援向上を図る。
また、教育と福祉の連携、さらには青壮年期までのライフステージに応じた一
貫した相談・支援体制の構築を目指す。

106,736
令和2年3
月初旬の
完成（％）

100 100 100.0%

乳幼児期から小・中学校、さらに
は卒業後においても、発達等に
関わる専門職による訓練や、教
育関係者と福祉の専門職の相談
連携等、切れ目のない支援体制
をさらに充実させる。
また、分散化されていた相談機
関を集約することで、支援経過の
引継ぎや、関係者によるケース
会議等が容易に行えるようにな
り、相談い対する迅速かつ的確
な対応、家族に対する、よりきめ
細かい支援ができる。

ライフステージごとに別々に行
われていた相談・支援の窓口
を一元化し、ワンストップの相
談窓口とすることで、相談者に
とって相談し易い環境となる。
また、発達に課題を抱える児童
等が増加している状況から、相
談を受ける行政側にとっても、
情報の共有や支援の連携、特
に就学後の支援の連携が図れ
るようになる。

令和２年４月の当該施設の開
設に伴い整備事業は終了。
今後は施設の管理運営を行っ
ていく。

廃
止
・
休
止

348

保
育
課

公立保育
所管理運
営事業

　公立保育所の施設等の整備、給食の提供、職員の研修、賠償保険関係な
どを含めた施設の運営管理を行う。

2,767
修繕等計
画(ヵ所)

45 31 68.9%

　安心して子育てができる環境づ
くりを総合的に推進するため、市
有施設である公立保育園の環境
整備は市の義務である。

　児童の安全確保を勘案しな
がら、長寿命化を見据えた緊
急性等を鑑み計画的に修繕等
を実施した。
　また、小破修繕については管
財課営繕係と調整し、期間、費
用の節減を図った。

　引き続き安全な保育環境の
整備を行っていく。

継
続
実
施

349

保
育
課

民間施設
等運営費
補助事業

　国が定める公定価格（児童の年齢、教育・保育の必要量等の区分による単
価）等により、各月初日の入所児童数に応じて民間保育所等法定代理受領と
してに支払う。また、保育士加配に係る人件費や細菌検査など、施設運営の
健全化、職員の処遇改善、児童の処遇向上等に係る費用について、保育所
に補助を行う。

3,937,014
保育施設
数

37 68 183.8%

　民間保育所等の健全な運営と
入所児童の処遇の向上が図られ
るよう、施設に対する補助は必
要である。

　民間保育所の安定した運営
によって児童の処遇向上が図
られるよう、公定価格に基づき
事業を実施している。

　民間保育所の安定した運営
のため、引き続き事業を実施し
ていく。

継
続
実
施

351

保
育
課

多様な保
育推進補
助事業

　乳児保育、障害児保育、延長保育、一時預かり、病児・病後児保育等を実
施する民間保育所等に助成する。

122,990

時間延長
型保育事
業費補助
金対象者
人数

15,700 9,631 61.3%

　安心して子育てができる環境づ
くりを総合的に推進するため、多
様な保育ニーズに合わせた補助
は必要である。

　新規開設の認可保育所分園
２園、小規模保育事業のうち1
園で新たに延長保育が実施さ
れた。

　近年の発達障がいが疑われ
る児童の増加といった課題に
対応するなど、市内の保育
サービスの充実が図られるよう
民間保育所等に必要な助成を
行っていく。

継
続
実
施

352

保
育
課

認可外保
育施設支
援事業

　認可外保育施設のうち保育面積や保育従事者の配置数等一定の条件を満
たした施設が、県に届出をすることで就学前児童の保育を行うことができる届
出保育施設を対し、児童の健康診断料、調理員担当職員等保菌検査、施設
賠償責任保険経費について補助を行う。

187
補助対象
施設数

5 3 60.0%

　当該施設に入所する児童の健
康や安全衛生面での適切な保育
水準を確保されるよう、市が補助
を行う。

　保育所への入所申込者が増
加する中、待機児童について
は微増に留まっており、他施策
と合わせ待機児童数の抑制に
効果的である。

　引き続き、事業を実施していく
必要がある。 継

続
実
施

353

保
育
課

教育・保育
の提供体
制推進事
業

国や県の補助金を一部特定財源として、民間保育所における児童福祉の向
上と園児の処遇改善を図る。また施設改築や大規模修繕などを行う場合に、
「小田原市子ども・子育て支援事業計画」に基づく教育・保育の必要量に対す
る確保方策のための施設整備に対し、その建設費の一部を補助し、園児が
安全に生活できる教育保育の提供体制を推進する。

187,409
保育所等
の定員増
（人）

152 84 55.3%

全国的な課題となっている待機
児童対策や保育の質の確保の
ため、率先して取り組むべき事業
である。
子どもを安心して産み・育てる環
境を整備していくことは、保護者
の方の雇用状況や出生率の回
復などに繋がるものであり、行政
として責任を持って進めていくべ
きものである。

小規模保育事業の施設整備に
当たり、事業者の公募を実施
し、より質の高い事業者の参入
を図っている。平成３０年度は
公募により小規模保育事業（３
園）を設置したほか、認可保育
所の増築（１園）、企業主導型
保育開設（１園）開設などによ
り、１３５人の定員増を行った。

平成３１年４月１日の待機児童
数は１１人であり、１３５人の定
員増を図ったこともあり、前年
度より６人減少している。現状
を踏まえ、官民一体となって
様々な方策を活用し、待機児
童の解消に向け取り組んでい
く。

継
続
実
施
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354

保
育
課

私立幼稚
園教育支
援事業

私立幼稚園に通園する幼児の内科検診、歯科検診が確実かつ効果的に実
施されるよう、各私立幼稚園に対し健康診断事業費の一部を補助する。
私立幼稚園等に通園する幼児を持つ家庭の経済的負担を軽減するため、所
得に応じて保育料・入園料の一部を補助する。

58,045
就園奨励
費受給者
数

1,111 815 73.4%

・内科・歯科検診は各学校にお
ける保健・安全に係る取組が確
実に実施されるために、有効的
な取組である。
・就園奨励費補助金は、現在国
が進めている、保育料無償化へ
の取組と連動するものであり、補
助金支給は妥当である。

内科・歯科検診補助金につい
ては、各幼稚園の園児数に応
じた補助額への変更を検討し
たが、結論には至っていない。
就園奨励費補助金について
は、国の要綱に準じた対象者、
補助額に改定し支給した。

内科・歯科検診補助金につい
ては、引き続き、事業を実施し
ていく必要がある。
就園奨励費補助金について
は、幼児教育・保育の無償化
の新制度開始に伴い、令和元
年９月末で廃止となる。

見
直
し
・
改
善

355

保
育
課
・
教
育
指
導
課

就学前教
育・保育充
実事業（新
規）

市全体の幼児教育・保育の質の向上に向け、公立・民間・幼稚園・保育所の
職員参加により、子どもを主体とした質の高い教育・保育の推進を目的とする
意見交換会を２回開催した。

0
意見交換
会参加園
数

62 31 50.0%

平成31年３月に「小田原市公立
幼稚園・保育所の今後のあり方」
を策定し、幼児教育・保育の質の
向上・確保の重要性をふまえ、公
立の役割として、子どもの主体性
を育む教育・保育を全市に拡大
していくことや、公立認定こども
園整備を位置付けた。これを受
け、誰もが質の高い教育・保育を
受けられる環境を醸成し充実さ
せるため、市が主体的に働きか
けを行く必要がある。

先進園の事例紹介や学識経験
者の助言を交え、意見交換会
を実施することで、質の向上に
向けた取組の裾野を拡大して
いく。

学識経験者からの知見を交
え、各教育・保育の現場におけ
る工夫や新たな取組を共有し
合うことで、子どもの主体性を
育む教育・保育を市全体に拡
大していく。 継

続
実
施

356

青
少
年
課

プレイパー
ク事業

地域社会全体で子どもの遊びや成育に関わり、子どもが本来持つ力を発揮し
なが成長していける子どもにやさしいまちづくりを推進する。
平成30年度は、市内の公園等４ヶ所で学習会を含め９回開催した。

238
事業実施
回数

9 10 111.1%

まちづくりに子どもの成育環境と
いう視点を取り込み、子どもにや
さしい社会環境を整えることを目
的とした事業であり、行政が関与
すべきである。

子どもが育つ上での身近で重
要な要素である「遊び」をテー
マとしてプレイパークを実施し、
子どもの成長と居場所づくりに
寄与した。

野外での「遊び」を通じた子ども
の育ちの場を、地域の大人た
ちが楽しみながら作る態勢とす
るため、本事業定着に向け、地
域諸団体との連携強化を図っ
ていく。

継
続
実
施

357

青
少
年
課

子ども会
支援事業

子どもたちが安心して集い、活動できる場づくりなど、子どもたちの豊かな育
みの空間を形成することを目的とした事業。
　次世代を担う子どもたちの心身の健全な発達を促進するためにさまざまな
活動を行っている市子ども会連絡協議会への活動費の補助や事務局として
活動を支援する。
さらに、子ども会連絡協議会への委託事業（青少年交流事業「チャレンジ アン
ド トライ」、スポーツ、レクレーション競技及び文化発表を行う「ふれあい子ども
フェスティバル」）により各学区を越えた交流の機会を設け、より広い視野とコ
ミュニケーション力を育むことを目的とした事業。
平成30年度は7月に青少年交流事業「チャレンジ アンド トライ」、11月に「ふれ
あい子どもフェスティバルを開催した。

825
補助金（千
円）

532 510 95.9%

市は子どもの成長に有意義な子
ども会活動を支えていくため、地
域青少年団体である市子ども会
連絡協議会に財政的な面での支
援等を行う必要がある。
地域を担う人材を育成するという
公益性が高い事業であることか
ら、行政が実施すべき事業であ
る。

補助金が単位子ども会にまで
行き渡るため、その活動の充
実の一助になっている。単位子
ども会の活動を支えることが、
市子ども連絡協議会の活動維
持にもつながることとなる。

引き続き、子ども会連絡協議会
との連携を図り、財政的な補助
や委託事業の実施、さらには
事務局として活動の支援を行っ
ていく。 継

続
実
施

358

青
少
年
課

地区健全
育成組織
支援事業

地域ぐるみの青少年育成活動体制を確立し、もって青少年の健全育成及び
非行防止活動を推進するため、各地域の青少年健全のための育成組織（市
内各地区青少年健全育成組織（24地区））が行う地域活動について活動費の
補助を行うとともに、事務局として活動を支援する。
また、補助金については、各地区の育成組織に対し世帯数に応じ交付を行
う。

552
補助金（千
円）

604 552 91.4%

地域の担い手となり得る地区健
全育成組織が行う地域活動を活
性化させるため、経済的支援を
行う必要がある。

７段階の世帯割を適用し、育成
組織の規模に応じた補助金の
交付は、団体活動の支援し、
青少年の健全育成に寄与して
いる。

市内の先進的な取組を共有
し、全市的な青少年育成活動
の充実と活性化が図られるよ
う、引き続き支援していく。

継
続
実
施

359

青
少
年
課

青少年育
成推進員
支援・活用
事業

青少年の健全育成及び非行防止を図るため、青少年育成推進員を設置す
る。
地域の青少年健全育成の指導者的立場になる青少年育成推進員を委嘱す
るとともに、同推進員の資質の向上と相互の連携を図ることを目的に設置さ
れた同協議会の活動について支援する。

5,734
委員会等
開催数
（回）

45 41 91.1%

青少年の健全育成及び非行防
止は、地域と行政が一体となって
社会全体で取り組むべき事業で
ある。
協議会活動は安定的に実施され
ており、各地区活動も適宜行わ
れている。

青少年育成推進員の活動を支援して
いくことは、地域の大人が地域の子ど
もを見守り育てるという本市のめざす
姿の実現に寄与している

市（全体）及び地域の青少年健
全育成活動のけん引役となる
よう、引き続き、青少年推進員
の資質向上に向け、協議会活
動を支援していく。

継
続
実
施

360

青
少
年
課

地域の見
守り拠点
づくり事業

子どもたちの安全確保と健全育成を図るため、地域総ぐるみで子どもを見守
り育てるという考え方に基づき、学校や公民館等を活用し、体験活動等を通じ
た世代間交流の場を提供する事業。
平成30年度は、新規の２地区を含め９地区で実施した。

1,325
実施地区
数

14 13 92.9%

・地域主体の事業であるが、事
業の継続と他の地区への広がり
を支える意味において行政支援
が必要である。
・それぞれ地域の特色に応じた
事業を展開しており、さまざまな
体験活動や地域住民との交流を
通じ、子どもたちの自主性や創
造力の向上に繋がっている。

・年間の事業計画、規模、内容
の実費相当額程度で事業実施
をしており適切である。

学校が中心の居場所づくりを
展開していくことから、放課後
子ども教室事業と連携を図りな
がら、地区の実情にあった居場
所づくりを実施していく。
また、学校以外における公民
館等を活用した居場所づくりも
進めていく。

継
続
実
施
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361

青
少
年
課

情報発信
支援事業

ＰＴＡや子ども会など、子どもに関連する地域の活動情報を集約し、発信する
取組を支援することで、各団体の事業の活性化につなげ、地域における子ど
もを取り巻くネットワークの強化を図ることを目的とした事業。
平成30年度は、新規の１地区を含め８地区で実施した。

410
実施地区
数

14 9 64.3%

地域主体の事業であるが、事業の継
続と他の地区への広がりを支える意
味において行政支援が必要である。
自治会による配布や回覧により、地
域内の子どもたちが平等に情報を得
る環境づくりが図られている。
それぞれ地域の特色が出た事業を
展開しているが、子どもに関する情
報を共有することが、子どもの見守り
に寄与している。
また、情報紙作成により各団体の
ネッワークが強化されることで、見守
り拠点づくり事業へと発展することが
期待できる。

情報の集約・編集や印刷等の
実費相当額で事業実施を行っ
ており適切である。

全地区実施に向け、毎年、地
区数の拡大に努める。
まちづくり委員会や青少年活動
団体等に働きかけ、担い手の
確保に努めていくとともに、既
存の広報紙をうまく利用し、地
域に負担があまりかからないよ
うな手法も検討していく。

継
続
実
施

362

青
少
年
課

青少年環
境浄化団
体等支援
事業

青少年に好ましくない環境を早期に発見し、社会環境の浄化活動を行うととも
に、優良な環境の整備を図ることを目的とした事業。
青少年環境浄化推進委員協議会など関係機関と連携し、有害図書類の回収
や青少年を取り巻く社会環境（カラオケボックス、インターネットカフェ等）の実
態調査、薬物乱用防止キャンペーンへの参加などにより、社会環境の浄化を
推進する。 59

社会環境
実態調査
出席者数
（人）

4 5 125.0%

本事業は、県市青少年関係機
関、団体等が協力して青少年を
取り巻く環境の浄化及び優良な
環境の整備づくりを推進するもの
であり、行政の関与は妥当であ
る。

本事業は、報酬の伴わない青
少年環境浄化推進委員を中心
に実施されており、事業コスト
は適切である。
（※費用としては同推進委員協
議会補助金59千円のみ）

環境浄化推進委員及び協議会
は、令和元年度末をもって廃止
する予定である。
ただし、有害図書類の回収（白
ポスト投函物の回収）は、利用
状況に合わせ段階的に撤去し
ていく。また、県との合同開催
である（予算は隔年）健全育成
講演会は引き続き実施してい
く。

廃
止
・
休
止

363

青
少
年
課

街頭指導
活動等充
実事業

非行の恐れのある青少年の早期発見を図り、適切な指導等を行うことにより
青少年の健全育成を効果的に行うとともに、必要に応じ青少年育成推進員に
対し、指導技術の助言等を行う事業。
青少年の非行を未然に防止するため、警察官OBを青少年専任補導員（3人）
に委嘱し、街頭指導パトロールを実施する。

5,490
街頭指導
件数

400 178 44.5%

次代を担う青少年の健全育成及
び非行防止に努めることは、市
の責務であり、市の役割として取
り組むべき事業である。
青少年による怠学や喫煙等の問
題行動に、愛情をもって声掛けを
行う街頭指導パトロールは、非
行の未然防止に成果を上げてい
る。

青少年専任補導員数及び街頭
指導件数とその対応から考え
て、現在のコストは概ね適切で
ある。
街頭指導活動については、地
域の特性に合わせて、独自に
各地区の育成組織や推進員等
が夜間パトロール等を実施して
おり、非行の未然防止に成果
を上げている。

当面は青少年専任補導員や青
少年育成推進員等によりパト
ロール等を実施していく。
青少年専任補導員の職務等に
ついては再検討する必要があ
る。

継
続
実
施

364

青
少
年
課

青少年と
育成者の
つどい開
催事業

青少年育成者相互の連帯を強めるとともに、青少年問題に対する市民の関
心を一層高めることを目的に実施する事業。
小田原市青少年育成推進員協議会と協力し、１部を中学生の主張発表、２部
を青少年善行賞等表彰とする２部構成の「青少年と育成者のつどい」を開催
する。
平成30年度も例年どおり１２月に開催した。

468
参加者数
（人）

300 203 67.7%

市内中学生の発表の場、青少年
や青少年団体の表彰の場ととも
に、青少年問題に対する市民の
関心を一層高めるために開催す
ることから市が関与することが妥
当である。
多くの市民が参加し、育成者功
労者の活動周知、中学生の思い
を知る機会の提供を通じ、青少
年問題に対する関心が高めら
れ、青少年団体や自治会、推進
員の交流が行われている。

青少年育成推進員協議会等、
関係団体の協力により必要最
小限の経費にて実施している。
特に表彰に係る経費は、平成
29年度より褒賞基金から繰入
している。
学校関係者、各種青少年関係
団体等、市民の協力を得られ
ている。
青少年と育成者に対する理解
を深める場を提供する事業は
当事業のみである。

指導者の活動周知や中学生の
思いを知る機会の提供を通じ、
青少年問題に対する関心を高
めていくことを目的としているた
め、今後も、多くの集客が得ら
れるよう青少年育成推進員協
議会と連携しながら継続実施し
ていく。

継
続
実
施

367

青
少
年
課

指導者養
成研修・派
遣事業

「おだわら自然楽校」を開催し、コミュニケーションやリスクマネジメント、グ
ループづくりなど実践的な研修を実施し、指導者として必要な知識や技術の
習得を図り、地域での青少年育成に係る担い手を育てることを目的とした事
業。
なお、研修受講者は、本市が実施する体験学習や指導者派遣事業（市内小
学校の宿泊体験学習への派遣）において指導者として活躍する。
平成30年度は、指導者養成研修事業については年間を通じ８回、指導者派
遣事業にいては年間を通じ１０回実施した。

944
参加者数
（人）

210 246 117.1%

小学校や地域が行う体験活動を
支援する指導者養成という観点
から、行政が取り組むべき事業
である。
指導者養成研修事業と派遣事業
との連携が深く、指導者を養成し
ていくスキームとして十分機能し
ていると言える。

受講生から負担金を徴収して
おり、研修材料費も必要最小
限に努めるとともに、安価な報
酬にて著名な研修講師を招く
など、事業コストを抑え効果的
な取組に努めている。

養成研修事業の内容を精査
し、毎年、魅力ある充実した事
業にすること及び実践の場の
提供を継続していくことで、新
規指導者の確保につなげてい
く。

継
続
実
施
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368

青
少
年
課

青少年
リーダー育
成事業

研修等を通じ、学校や学年の異なる仲間の輪を広げ、自主性、自立心、協調
性、積極性などリーダーとして必要な意識を育て、地域における青少年活動
のリーダーを養成する。
青少年リーダーである中学生から高校生を対象としたジュニアリーダー、さら
には18歳以上を対象としたシニアリーダーにつながる青少年リーダーの育成
を図る。
平成30年度も、主たる事業となる年４回のプログラムで構成する地域少年
リーダー養成講座を実施した。 601

養成講座
参加人数
（人）

48 46 95.8%

地域の青少年活動のリーダーを
育成するという観点から、行政が
関与して取り組むことは妥当であ
る。

ジュニアリーダー、シニアリー
ダーとも、基本は自らの年会費
により運営しており、市が事務
局を担っている。
青少年リーダー育成について
は、青少年育成推進員による
研修機会の提供を受け、異年
齢間での研修を実施する等、
他団体と協力しながら青少年
リーダーのスキルアップを図っ
ている。
養成講座は、参加者からの適
正な負担金を徴収し、必要最
小限の経費で運営している。

主事業となる「地域少年リー
ダー養成講座」の内容をきちん
と精査し、将来の指導者確保
につながるような充実した事業
にしていく。

継
続
実
施

369

青
少
年
課

体験学習
事業

　小田原の持つ豊かな自然や資産、なりわいなどを活用し、異なる世代が参
加し、交流しながらさまざまな体験学習を実施する。学校や世代を超えた交流
による体験学習を通し、子どもたちの自主性・自立心・協調性・創造性など豊
かな人間性を育む。
　平成30年度は、8月3日～5日の１回（7月28日～30日は台風のため中止）、2
泊3日で「あれこれ体験in片浦」を実施し、さらには、10月20日「いこいの森で
あれこれクッキング」、2月9日「おだわらリサーチ」、2月9日「１日ジュニアリー
ダーズクラブ体験＆ピザパーティー」、3月9日「あれこれ発見ＲＰＧin城下町」
を実施した。

2,563
参加者数
（人）

120 123 102.5%

青少年教育や青少年育成は、行
政が取り組むべき事業であり、体
験学習の実施は、他の事業との
関連性も深く、一定の効果が得
られていることから行政の関与
が必要である。

地域・世代を超えた体験学習実
行委員会へ委託することで円滑
に事業の実施がされている。
事業コストについては、参加者
から適正な負担金を徴収してお
り、適切である。
指導者養成研修事業における
指導者の活躍の場を提供する
ことでさらなるスキルアップにつ
ながっている。
体験学習事業では、保護者から
参加者の成長を喜ぶ声が数多
く届いている。

主事業となる「あれこれ体験in
片浦」事業は片浦地区の地域
資源を活かした事業であり、体
験学習としての効果が高く、子
どもたちの人気も高いことか
ら、事業を継続していく。
また、将来の指導者確保を図
るため、ジュニア・リーダーズ・
クラブへの加入促進を目的とし
た複数の事業も継続していく。

見
直
し
・
改
善

370

青
少
年
課
→

子
ど
も
青
少
年
支
援
課

相談及び
自立支援
充実事業

青少年の健全育成及び非行防止を図るための拠点として、青少年相談セン
ターを設置する。
施設の清掃委託、相談用の自動車管理など、青少年等が安心して相談でき
る環境を整えるための施設の管理業務を実施する。

　【　令和２年３月31日で廃止(使用中止)　　】

→　№347　おだわら子ども若者教育支援センターへ機能集約 1,960
相談件数
（件）

450 361 80.2%

青少年や保護者等の悩みや不
安を取り除き、青少年の非行防
止や健全育成に努めることは、
最も身近で相談しやすい市が関
与すべきものである。
また、相談業務は個人情報の取
扱いが主となることから、その性
質上、民間委託や市民協働の手
法はなじまない。
相談内容については、現状の相
談体制（2名）で概ね適切な対応
ができており、一定の成果を上げ
ている。

青少年相談員数及び相談受理
件数とその対応から考えて、現
在の事業コストは適切である。

令和２年度に（仮）おだわら子
ども教育支援センターに移転す
ることから、他の相談業務との
連携等について検討する。
相談員のさらなるスキルアップ
を図るため、研修会等へ派遣
する。

継
続
実
施

371

青
少
年
課

青少年相
談センター
管理運営
事業

青少年の健全育成及び非行防止を図るための拠点として、青少年相談セン
ターを設置する。
施設の清掃委託、相談用の自動車管理など、青少年等が安心して相談でき
る環境を整えるための施設の管理業務を実施する。

　【　令和２年３月31日で廃止(使用中止)　　】

　→　№347　おだわら子ども若者教育支援センター整備事業（新規）へ機能
集約

1,960
相談件数
（件）

450 361 80.2%

次代を担う青少年の健全育成及
び非行防止のための相談施設を
設置することは、市の責務であ
り、市の役割として取り組むべき
事業である。
青少年の健全育成、非行防止、
青少年相談等の拠点として有効
に利用されており、概ね意図した
成果が得られている。

現状では安価な経費で管理運
営ができているが、今後のセン
ターの在り方いかんによって
は、多額の経費を要することも
予想される。

令和２年度に（仮）おだわら子
ども教育支援センターに、青少
年相談センターが移転する予
定である。
現在の施設については、公共
施設マネジメント課と調整中で
ある。

見
直
し
・
改
善

563

教
育
総
務
課

放課後児
童健全育
成事業

○

保護者の就労や疾病等で、放課後に保護者のいない小学生を対象として安
全な居場所を提供する事業。
市内24小学校（片浦小休所中）で放課後児童クラブを開設しており、小学１年
生から６年生までの約1,500人の児童を放課後、あるいは、土曜日や夏休み
などの長期休暇期間に受け入れ見守りを行っている。

216,561 - - - -

・入所児童数の増加に対応す
るため、新たなクラブ室の増設
に向けた学校との調整を行っ
た。
・指導員不足を解消するため、
様々な機会を通じて、募集を
行った。

引き続き、放課後児童クラブを
運営するとともに、放課後子ど
も教室との一体的な運営や連
携について研究しながら、効率
的な運用を図る。

継
続
実
施
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564

教
育
総
務
課

放課後子
ども教室
推進事業

放課後子ども教室は、全ての子供を対象に、放課後の時間、小学校の余裕
教室等を子供の安全・安心な活動拠点として活用し、地域の方々の参画等を
得て、学習や様々な体験・交流活動、スポーツ・文化活動等の機会を創出す
るもの。
平成29年度までに11校に設置しており、平成30年度に新たに7校に設置し、
計18校で延べ793回実施、１回あたりの参加児童は平均24人であった。
参加児童の保護者に対するアンケートでは、来年度以降も参加する予定であ
るとの回答が全体の86％あり、満足度は高い。

21,542
開設小学
校数（校）

25 25 100.0%

学校を拠点に、地域の方々の協
力を得ながら実施することで、児
童が心豊かで、健やかに育まれ
ることにつながっている。

青少年課所管の「地域の見守
り拠点づくり事業」と連携し、
「学校を中心とした居場所づく
り」をする中で、地域の方に協
力いただき、体験活動の新規
実施や拡充につなげた。

令和元年度に全ての小学校へ
の設置が完了することから放
課後児童クラブとの一体的な
運営や連携について研究しな
がら、効率的な運用を図る。

継
続
実
施

565

教
育
総
務
課

学校教材
整備・管理
事業（小学
校）

１　学校配当予算
学校の教材、図書、保健、給食関係消耗品や学校用備品等に支出する経費
を教育費の予算の一部から各学校に配当するもの。
　

２　理科教育用備品整備（法令上の実施義務有り）
理科教育用備品の整備を図る。

102,031
児童１人当
たりの配当
額（円）

11,458 11,323 98.8%

予算を配当し、各種消耗品や備
品等を各校の判断で購入するこ
とで、各学校現場の実情に合わ
せた整備・管理につながってい
る。

各種消耗品や備品などの管
理・購入等を迅速に行うことに
つながる。

各校ごとに年間執行計画に
沿って予算執行をしており、適
正な予算管理及び執行のため
にも予算の配当は必要である
ことから、今後も継続していく。

継
続
実
施

566

教
育
総
務
課

学校教材
整備・管理
事業（中学
校）

１　学校配当予算
学校の教材、図書、保健、給食関係消耗品や学校用備品等に支出する経費
を教育費の予算の一部から各学校に配当するもの。
　

２　理科教育用備品整備（法令上の実施義務有り）
理科教育用備品の整備を図る。

59,419
生徒１人当
たりの配当
額（円）

12,913 13,735 106.4%

予算を配当し、各種消耗品や備
品等の購入を各校の判断で購入
することで、各学校現場の実情
に合わせた整備・管理につな
がっている。

各種消耗品や備品などの管
理・購入等を迅速に行うことに
つながる。

各校ごとに年間執行計画に
沿って予算執行をしており、適
正な予算管理及び執行のため
にも予算の配当は必要である
ことから、今後も継続していく。

継
続
実
施

567

教
育
総
務
課

教材等整
備・管理事
業（幼稚
園）

幼稚園の教材、備品等に支出する経費を教育費の予算の一部から各園に配
当するもの。

3,281
園児１人当
たりの配当
額（円）

8,377 11,760 140.4%

予算を配当し、各種消耗品や備
品等の購入を各園の判断で購入
することで、各園現場の実情に
合わせた整備・管理につながっ
ている。

各種消耗品や備品などの管
理・購入等を迅速に行うことに
つながる。

各園ごとに年間執行計画に
沿って予算執行をしており、適
正な予算管理及び執行のため
にも予算の配当は必要である
ことから、今後も継続していく。

継
続
実
施

568

学
校
安
全
課

食育啓発
事業

　小・中学校における食育を推進するため、栄養教諭や学校栄養職員が地場
産物や郷土の食文化を継承した給食を生きた教材として活用するとともに、
食に関する指導や教科に関連した授業を行う。
　また、成長期の子どもたちが望ましい食習慣を身に付けるために家庭、地
域に向けた食育の普及啓発を行う。

0

朝食を毎日
食べている
児童生徒
（％）

95.0 93.1 98.0%

　学校給食法、食育基本法、国
や県の食育推進計画、小田原市
食育推進計画に基づいて、小中
学生の望ましい食習慣や食に関
する知識を身に付けさせるという
教育活動である。また、家庭等に
向けた食育の普及啓発事業であ
るので、行政が実施すべき事業
である。

　毎年市内商業施設で実施し
ている学校給食展は、平成30
年度も小田原地下街HaRuNe
小田原で実施し、多くの市民等
に啓発を図ることができた。JA
や民間企業と連携し、体験コー
ナーや食育に関するスタンプラ
リーを実施し、児童・生徒の来
場者が増加した。また、保護者
だけでなく、広く市民に食育の
啓発が図れた。

　引き続き、適切に事業を実施
する。

継
続
実
施

569

学
校
安
全
課

健康診断
事業

○

　学校保健安全法第13条に基づき、定期健康診断を行うとともに、通常の健
康診断で判断しきれない疾患について精密な検診・判定し、児童・生徒の健
康を維持する目的で継続観察を行う。
・心臓疾患検診
・腎臓疾患検診
・脊柱側弯症検診
・学校保健安全法第11条に基づき、小学校に入学前の健康状況を把握する
ことを目的とし、就学時健康診断を行う。

83,877 - - - -

　児童生徒の通常の健康診断
の受診率はほぼ100％であり、
更に専門医による検診を行い
絞り込んでいる。また、本人の
疾病に対して、学校・保護者及
び医療機関と連携を密にとり、
きめ細かな対応を行っている。

　引き続き、適切に事業を実施
する。

継
続
実
施

570

学
校
安
全
課

保健教育
事業

　不確かな性情報が氾濫している情報化社会の中、性に対する正しい知識の
普及を図るため、中学生に対して、学校単位で性教育講演会を開催する。

1,939
開催校数
（校）

11 8 72.7%

　対象を中学校の３年間で必ず１
回は受講できるように計画してい
る。また、教育活動として実施し
ており、行政で取り組む事業であ
る。
　中学生から多くの感想が寄せ
られており、正しい知識の普及が
なされている。

　専門性をもった身近な方々
（医師等）を講師とするため、講
演会がより専門的になり、付加
価値もつけられる。

　引き続き、適切に事業を実施
する。

継
続
実
施

571

学
校
安
全
課

学校災害
給付事業

　児童・生徒等が、学校（園）管理下において事故に遭った際に、各種保険制
度（日本スポーツ振興センター災害共済給付及び全国市長会学校災害賠償
補償）を利用し、円滑な学校運営に努めるとともに、適切に治療ができるよう
にする。

14,030

各種保険
制度への
加入率
（％）

100.0 100.0 100.0%

　学校運営の円滑な実施に資す
るため、各種保険制度の利用に
よる災害給付は、行政が実施す
べき事業である。

　事故に遭った際に、各種保険
制度の利用を促している。

　引き続き、適切に事業を実施
する。 継

続
実
施
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572

学
校
安
全
課

学校給食
事業

　学校給食の適切な運営を進め、安心・安全で栄養バランスのとれた学校給
食を提供する。

368,945

学校給食
における市
内産含む
県内産地
場産品利
用率（％）

30.0 23.2 77.3%

　学校給食法第4条（義務教育諸
学校の設置者は、当該義務教育
諸学校において学校給食が実施
されるように努めなければならな
い。）、11条（学校給食は学校給
食に必要な施設及び設備に要す
る経費並びに学校給食の運営に
要する経費のうち政令で定める
ものは、義務教育諸学校の設置
者の負担とする）に規定されてお
り、行政が実施すべき事業であ
る。

　正規調理員の退職に合わせ
て、給食調理業務の委託化を
進めている。

　給食調理業務については、委
託時期、委託調理場の検討を
行い、効率的な給食運営を図
る。

継
続
実
施

573

学
校
安
全
課

学校施設
維持・管理
事業（小学
校）

　学校施設の運営に係る光熱水費・委託料等の経常的業務の管理、校舎等
の維持・管理工事や校庭整備（芝生化含む）を行い、子ども達に教育の場を
提供する事業。
　学校施設の維持・管理に必要となる電気・ガス・水道などのライフラインの整
備と維持、小破修繕、外壁や雨漏り等の管理工事、機械警備や樹木整枝剪
定などを行い、児童が安心して学べる場を提供する。

1,507,855

学校要望
に対する工
事実施率
（％）
※№573、
574、575、
578は合算
した同一の
指標を用い
ています。

100.0 21.0 21.0%

　学校教育法の規定により、学
校施設は、その設置者である市
が管理義務を負うこととなってい
ることから、市が管理し、その経
費を負担することが必要であり、
市が実施すべき事業である。

　学校施設の維持・管理におけ
る修繕等について、専門職を
配属し、担当内で修繕等の進
捗を管理することで、業務の効
率化を図ることが可能である。

　学校施設の老朽化に対応す
るため、「小田原市学校施設整
備基本方針」に基づき、短期計
画を実施してきた。今後は、本
市全体の公共施設再編基本計
画との整合を図りながら、学校
施設の長寿命化や機能向上を
含めた再整備計画策定を目指
すため、短期計画を見直す。

継
続
実
施

574

学
校
安
全
課

学校施設
維持・管理
事業（中学
校）

　学校施設の運営に係る光熱水費・委託料等の経常的業務の管理、校舎等
の維持・管理工事や校庭整備を行い、子ども達に教育の場を提供する事業。
　学校施設の維持・管理に必要となる電気・ガス・水道などのライフラインの整
備と維持、小破修繕、外壁や雨漏り等の管理工事、機械警備や樹木整枝剪
定などを行い、生徒が安心して学べる場を提供する。

759,173

学校要望
に対する工
事実施率
（％）
※№573、
574、575、
578は合算
した同一の
指標を用い
ています。

100.0 21.0 21.0%

　学校教育法の規定により、学
校施設は、その設置者である市
が管理義務を負うこととなってい
ることから、市が管理し、その経
費を負担することが必要であり、
市が実施すべき事業である。

　学校施設の維持・管理におけ
る修繕等について、専門職を
配属し、担当内で修繕等の進
捗を管理することで、業務の効
率化を図ることが可能である。

　学校施設の老朽化に対応す
るため、「小田原市学校施設整
備基本方針」に基づき、短期計
画を実施してきた。今後は、本
市全体の公共施設再編基本計
画との整合を図りながら、学校
施設の長寿命化や機能向上を
含めた再整備計画策定を目指
すため、短期計画を見直す。

継
続
実
施

575

学
校
安
全
課

施設維持・
管理事業
（幼稚園）

　施設の運営に係る光熱水費・委託料等の経常的業務の管理、園舎等の維
持・管理工事や園庭整備（芝生化含む）を行い、子ども達に普通教育の場を
提供するための事業。
　施設の維持・管理に必要となる電気・ガス・水道などのライフラインの整備と
維持、小破修繕、外壁や雨漏り等の管理工事、機械警備や樹木整枝剪定な
どを行い、園児が安心して学べる場を提供する。 30,637

学校要望
に対する工
事実施率
（％）
※№573、
574、575、
578は合算
した同一の
指標を用い
ています。

100.0 21.0 21.0%

　学校教育法の規定により、学
校施設は、その設置者である市
が管理義務を負うこととなってい
ることから、市が管理し、その経
費を負担することが必要である
ため、市が実施すべき事業であ
る。

　施設の維持・管理における修
繕等について、専門職を配属
し、担当内で修繕等の進捗を
管理することで、業務の効率化
を図ることが可能である。

　学校施設の老朽化に対応す
るため、「小田原市学校施設整
備基本方針」に基づき、短期計
画を実施してきた。今後は、本
市全体の公共施設再編基本計
画との整合を図りながら、学校
施設の長寿命化や機能向上を
含めた再整備計画策定を目指
すため、短期計画を見直す。

継
続
実
施

576

学
校
安
全
課

教育ネット
ワーク整
備事業

　学校施設へパソコン等の情報機器を整備するとともに、教育ネットワークを
拡充した校内LANを整備し、情報セキュリティーを確立し、学校教育に係る情
報保護対策を図る。時代に合ったICT環境を整備することで、児童・生徒に
とっての望ましい教育の展開や教職員の事務処理の効率化を図る。

201,077

教育ネット
ワーク環境
整備校数
（校）

36 36 100.0%

　小田原市立学校の教育環境の
改善、情報教育の向上に資する
ものであり、市が取り組むべきも
のである。また、小田原市立の
全小・中学校に整備したものであ
り、受益者の偏りはない。
　各校の情報教育・情報発信の
充実化が図られ、教職員の多忙
化解消にも繋がっていることか
ら、意図した成果は得られてい
る。

　平成30年11月に行ったシステ
ム更新でセキュリティ強化を行
うとともに、システム及び複合
機の機能向上を図った。このこ
とにより利用者の利便性の向
上を図るとともに校務を効率化
することができた。

システムの維持管理を行うとと
もに、新学習指導要領等の教
育上の変化に即したシステム
を構築し、子供たちの教育環境
及び教職員の職務環境の改善
に努める。

継
続
実
施
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）

妊
娠
期

0
歳
児

乳
幼
児

未
就
学
児

小
学
校

中
学
校

高
校
生

指標（単位）
R1

目標
R1

実績
達成
割合

妥当性・有効性（市がやるべき理由、目
的に対する事業自体の有効性）

効率性(費用対効果)・
その他改善を図った点 今後の事業展開

方
向
性

対象年齢

ＮＯ
所属
(旧名)

事務事業名
義
務
的

事
業

保
護
者

事業概要と成果
（事業目的、内容、評価対象年度の主な成果）

R1
決算額
(千円)

事業の設定指標 評価・振り返り 今後の方向性

577

学
校
安
全
課

校庭・園庭
芝生管理
事業

　児童・園児の運動時における安全性の確保や砂塵防止などに資するため、
校庭・園庭の芝生化や維持・管理を行う。

2,993

校園庭全
面芝生化
施設数
（校・園）

7 7 100.0%

　児童・園児の安全性の確保や
教育環境の改善に資するもので
あることから、市が関わるべきも
のではあるが、事業内容を鑑み
ると、民間や地域による実施も可
能である。
　学校・幼稚園のほか地域との
合意形成が必要となることから、
実施施設が限られており、受益
者に偏りがある。
　教育現場から児童・園児のケガ
の防止に繋がっているとの声が
あることから、一定の成果は得ら
れている。

　部分芝生化を進めるととも
に、効率的な芝生の維持・管理
を行うため、事業の委託化へ
向けて一部を予算措置するこ
とができた。

　今後は、既芝生化施設の維
持・管理に努める。

継
続
実
施

578

学
校
安
全
課

給食調理
施設・設備
整備事業

　学校給食施設・設備及び備品等の維持修繕や整備・更新を進める。

29,697

学校要望
に対する工
事実施率
（％）
※№573、
574、575、
578は合算
した同一の
指標を用い
ています。

100.0 21.0 21.0%

　学校給食法第4条、（義務教育
諸学校の設置者は、当該義務教
育諸学校において学校給食が実
施されるように努めなければなら
ない。）11条（学校給食は学校給
食に必要な施設及び設備に要す
る経費並びに学校給食の運営に
要する経費のうち政令で定める
ものは、義務教育諸学校の設置
者の負担とする）に規定されてお
り、行政が実施すべき事業であ
る。

　施設の維持・管理における工
事等について、関係所管と連
携を密にし、効率的な業務執
行に取り組んでいる。
　また、老朽化が見受けられる
給食施設の今後の整備の方向
性を検討した。

　本市全体の公共施設再編基
本計画との整合を図りながら、
学校施設の長寿命化や機能向
上を含めた再整備計画策定を
目指すとともに、給食施設の整
備の方向性を定めていく。 継

続
実
施

579

教
育
指
導
課

学力向上
支援事業

子供の学力を向上させるため、児童生徒にきめ細かな教科指導の充実を図
ることを目的として、教科指導の際に十分な指導スタッフ、特に少人数指導や
チームティーチングなどの指導体制をとるための人員を配置する。
【少人数スタッフ】小学校において、少人数指導または、チームティーチングに
よるきめ細かな学習指導法により、児童生徒の確かな学力の定着を図るため
に少人数指導スタッフを派遣した。
【免許教科外教科教員】中学校において、全教科の教員が配置できない際
に、免許教科外教科教員配置等の是正を図るため、学校の状況に応じて、教
員のいない教科について、その教科の専門性を持つ市費非常勤講師を派遣
した。
【教科指導充実非常勤講師】中学校において、学習指導要領の趣旨を踏まえ
た教育課程を編成する上で必要な教員が配置できない際に、配置等の是正
を図るため、学校の状況に応じて、その教科の専門性を持つ市費非常勤講師
を配置した。

16,157
スタッフ派
遣校の割
合（％）

100.0 100.0 100.0%

児童生徒の学力向上に向けて
は、国の定める教職員定数によ
る配置では、個に応じたきめ細
かな指導が難しいため、市費に
よる非常勤講師の派遣が求めら
れる。

少人数指導やチームティーチ
ングを実施することで、児童生
徒一人一人に目が行き届き、
個に応じた指導ができ、学力の
向上を図ることができる。
国の教職員定数で配置できな
い、教科の専門性を持った教
員が配置できている。

継続実施予定。

継
続
実
施

580

教
育
指
導
課

外国語教
育推進事
業

【事業目的】
国際理解教育と外国語教育を推進するため、小・中学校に６名の外国語指導
助手（ＡＬＴ）と１０名の小学校英語専科非常勤講師を配置し、外国語を通じ
て、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度の育成を図る。
【実施内容】
ＡＬＴについては、市内の小・中学校を６つのグループに分け、各グループに１
名配置し、授業を行った。小学校英語専科非常勤講師については、移行期間
措置として増えた15時間分の授業を行った。
【成果（実績）】
H30は、学校規模に応じて、小学校へは27日～45日、中学校へは12日～28
日、ＡＬＴを配置した。小学校英語専科非常勤講師については、小学校の規模
に応じて、15日～23日配置した。

28,685
ＡＬＴ配置
校の割合
（％）

100.0 100.0 100.0%

外国語教育の充実及び国際理
解教育の推進を図るとともに、子
どもの外国語に対する興味・関
心を高め、コミュニケーション能
力の育成を図るために、ALTの
配置が求められる。しかしなが
ら、国や県から配置はないため、
市で配置していく必要がある。

児童生徒が外国語や外国の文
化をより身近なものにとらえら
れるようになった。英語表現を
日常的に使う姿が見られるよう
になった。

小学校外国語教科化に備え
て、ALT等の配置日数が適切
かどうか、また増加する授業時
間数への対応等を検討してい
く。

継
続
実
施
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）
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581

教
育
指
導
課

読書活動
推進事業

【事業目的】
子どもの読書活動を推進するため、学校図書館の充実に向け、蔵書の整理
や子どもや教師への読書相談、学習支援等を業務とする学校司書を全ての
小中学校に配置するものである。
【実施内容】
これまで、業務委託による学校司書の配置であったが、平成29年度から、市
直接雇用による学校司書の配置に変更し、全校に配置した。
〈主な図書館運営業務内容〉
・バーコードによる蔵書整理、蔵書点検　・読書相談、学習支援
・書架の整理及び本の紹介、本の貸し出し及び返却の補助
【主な成果】
・市費臨時職員になったことで、４月から学校への配置ができるようになった。
・学校司書と教職員の連携しやすくなったことで、児童生徒や教職員に対して
の支援がより豊かになった。

17,967
学校司書
配置校の
割合（％）

100.0 100.0 100.0%

・学習支援の実施や、児童生徒
の読書活動の充実を図るために
も、学校司書の配置は必要であ
る。
・本棚の整理や配架の工夫、掲
示物や飾りつけの充実が見られ
るなどの成果が得られている。

・これまで、業務委託による学
校司書の配置であったが、平
成２９年度から、市直接雇用に
よる学校司書の配置に変更し
た。
・教育ネットワークを活用して蔵
書数や蔵書一覧を管理・運用
するようにした。これにより、市
内36校の蔵書一覧の確認や他
校の図書の検索をすることが
可能となった。

継続実施予定。

継
続
実
施

582

教
育
指
導
課

人権教育
事業

【事業目的】
人間の生命の尊さについて理解を深め、学校・家庭・地域における人間尊重
の意識の高揚を図る。
【内容】
・人権教育の諸問題について、教職員の資質と実践力の向上を図るため、人
権教育に関する研修会を開催した。
・人権教育の諸問題について、演習や講話を通して研修を深め、教職員の資
質と実践力の向上を図るとともに、児童生徒への人権教育推進に役立てる。

114
人権研修
会参加者
数（人）

115 109 94.8%

教職員一人ひとりの人権感覚を
高め、子どもへの接し方等を学
ぶとともに、今日的な人権課題に
ついて、知識の習得と実践力の
向上を目指し、各校の人権教育
の推進に生かしていくために必
要である。

研修会の講話の前に北朝鮮当
局によって拉致された被害者
等の人権についての啓発視聴
覚教材を参加者全員で視聴し
た。
様々な人権上の課題について
学ぶことができるよう、研修会
のテーマを計画的に設定して
いる。

継続実施予定。

継
続
実
施

583

教
育
指
導
課

情操教育
充実事業

子どもたちが質の高い芸術・文化作品に触れ体感したり、日頃の音楽学習の
成果を発表しあい音楽を楽しんだりすることで、芸術・文化に対する豊かな感
性や感覚を持つ心を育てることを目的におだわらっ子ドリームシアター、小田
原市小学校音楽会を開催した。

2,207

おだわらっ
子ドリーム
シアター開
催（回）
小学校音
楽会の実
施（１回）

2 2 100.0%

「おだわらっ子ドリームシアター」
については、小学校4年生全員を
対象とし、劇団四季の寄付により
実施している。本事業を学校で
の他の教育活動と関連させて効
果をあげている事例もみられる。
「小学校音楽会」についても、他
校の学習成果を見聞きすること
で子どもたちが多様に学習する
ことができ、それぞれ、十分な成
果を上げていると考えている。

「おだわらっ子ドリームシア
ター」は、『こころの劇場』の提
供により、劇団四季の公演費
（約600万円相当）の必要がな
く、市民会館での設営経費及
び児童輸送費のみの負担であ
ることから、適切であると考え
ている。
「小学校音楽会」も運営は運営
委員会が行い、児童輸送費の
みの負担であることから、適切
であると考えている。

「おだわらっ子ドリームシア
ター」は、「こころの劇場」の提
供を希望しても実現できない他
の自治体は多い。今後とも、劇
団四季からの寄付が受けられ
るよう、確実な運営と交渉を進
めていきたい。
R２年度以降の「小学校音楽
会」の実施については、検討中
である。

継
続
実
施

584

教
育
指
導
課

体力・運動
能力向上
事業

【目的】
児童生徒を対象に、体力・運動能力の向上を図るとともに、運動・スポーツへ
の興味関心の向上及び親しむ態度の育成を目指す。
【内容】
体力・運動能力向上指導員を派遣し、児童とともに運動したり日常的に取り組
む運動や遊びを指導助言する。（H30は、５小学校に対し、４回派遣）
指導主事を体力・運動能力向上指導員として派遣し、運動の行い方について
指導講師を小学校に派遣し、教員や児童生徒に対し、体力・運動能力を効果
的に高めるために必要な知識・技能について指導する。（H30は、５小学校に
対し、１回）
H30著名なアスリート派遣では、現役選手を含むオリンピアンを５校、パラリン
ピアンを２校、元日本代表選手を２校へ派遣し、講話や実技指導を行った。
大学等と連携した講師派遣では日体大学生アスリートを派遣し、児童のス
ポーツ活動の支援・指導を行った。（H30は、２小学校）

951

新体力テス
トの総合評
価が上位
層（Ａ～Ｃ
層）の児童
生徒の割
合（％）

80.0 77.4 96.8%

指導員の派遣により、より意欲的
に運動・スポーツに取り組む児童
の様子が見られる。
全国体力・運動能力、運動習慣
等調査の結果からも、本事業は
有効な事業であると評価できる。

指導員派遣に際して、指導主
事・専門監を派遣して指導員の
指導・監督を務めている。
著名なアスリート派遣につい
て、県アスリートネットワークと
連携し、学校からの要望に応
えた派遣を行っている。
日体大との「体育・スポーツ振
興に関する協定」に基づき、学
生アスリートを２小学校へ派遣
をすることができた。

継続実施予定。
（R２までで終了予定）

継
続
実
施

585

教
育
指
導
課

部活動活
性化事業

【目的】
学校の実情に合わせ、顧問の協力者として技術面の指導を中心に行う部活
動地域指導者を派遣するとともに、各種大会への参加を支援することにより、
部活動の活性化を図る。
【内容】
市内中学校の部活動の活性化に向けて部活動地域指導者の派遣を行う。
（全校に対し、平成30年度は計42名を派遣した。
小田原・足柄下地区中学校体育連盟が実施する地区中学校総合体育大会
の開催や、各種大会への選手派遣、その他中学校体育の振興を図るために
実施する事業に対し、その一部を補助する。
全国大会・関東大会に参加する生徒の派遣費を補助する。

3,793

部活動地
域指導者
派遣者数
（人）

45 45 100.0%

中学校の部活動に対し、学校の
実情に合わせ、顧問の協力者と
して、技術面の指導を中心に行う
部活動地域指導者を派遣するこ
とで、各校の部活動が活性化し、
生徒の活動意欲や技術の向上
につながっている。
また、各種大会への選手派遣、
その他実施する事業に対し、そ
の一部を補助することで、中学校
体育の振興が図られており、有
効な事業である。

部活動地域指導者の派遣につ
いては、市内全中学校へ派遣
できるよう、また、学校規模等
も鑑みての派遣を実施してい
る。

部活動指導員の増員を検討す
る。

見
直
し
・
改
善
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586

教
育
指
導
課

共同研究
事業

【事業内容】
学校教育の課題解決や対応を図るため、学習指導要領に対応する学習指導
法や今日的な課題についての研究を進めることで、児童生徒一人ひとりの幸
せな育ちをめざす。課題ごとに１～２年間の研究を行い、成果報告をしていく。
【内容】
「小田原近代教育史の編纂」（H30は、２年目が終了）
「小学校外国語の指導と評価に関する研究」（H30は、１年目が終了）
「ＩＣＴを活用した授業作りに関する研究」（H30は、１年目が終了）
【成果（実績）】
「小田原近代教育史の編纂」では平成10～平成30年の編纂を終え、教育史を
完成させた。「小学校外国語」と「ＩＣＴを活用した授業」については研究員が研
究授業を行い、今後の課題を確認した。

72
共同研究
数（本）

3 2 66.7%

緊急又は将来要求される教育課
題をテーマに、教職員によるグ
ループを組織して研究を進め、
研究成果を広く共有することによ
り本市での学校教育の課題への
対応と、教職員の資質向上を
図っている。

・小田原近代教育史の編纂
（２年目）
・小学校外国語の指導と評価
に関する研究（１年目）
・ICTを活用した授業に関する
研究（１年目）
　
　小田原近代教育史の編纂に
ついては、平成１０年～平成３
０年のまでの編纂を終え、教育
史を完成させた。

継続実施予定。

継
続
実
施

587

教
育
指
導
課

二宮尊徳
学習事業

子どもたちが二宮尊徳翁の事績等を学習することにより、郷土の先人を愛す
る心を育てると共に、自己の生き方の一助とすることを目的として市内全小学
校において実施する。
【内容】
市立小学校全25校に対して、尊徳学習推進費を予算に計上し、各校における
尊徳学習を支援し、年度末には学習の成果の展示会を開催した。 111

学習の成
果の展示
会の開催
（回）

1 1 100.0%

全小学校において、小学校４年
生を中心に、二宮尊徳について
学習する。二宮尊徳についての
講話を聞いたり、尊徳記念館を
見学したり、資料等から二宮尊
徳について調べたりし、学習した
ことを様々な形でまとめている。
これらの活動を通して、郷土の偉
人を知り、郷土を愛する心を育ん
でいる。

全小学校において、小学校４
年生を中心に、二宮尊徳につ
いて学習した。二宮尊徳につい
ての講話を聞いたり、尊徳記念
館を見学したり、資料等から二
宮尊徳について調べたりし、学
習したことを様々な形でまとめ
ている。これらの活動を通し
て、郷土の偉人を知り、郷土を
愛する心を育んでいる。

継続実施予定。

継
続
実
施

588

教
育
指
導
課

郷土学習
推進事業

小学校社会科副読本「わたしたちの小田原」（小学校３年生対象）、郷土読本
「小田原」（中学校１年生対象）、理科副読本「小田原の自然」(小学校４年生
対象）を作成、配布し、社会科・理科等での活用を図ることにより、郷土に対す
る興味・関心や探究心を高め、郷土を愛する心情を養う。
また、理科副読本「小田原の自然」を活用した自然観察会の実施により、郷土
の自然に対する興味・関心や探究心を高め、自然を愛する態度を養う。
【内容】H30は、下記を実施した。
・小中学校理科副読本「小田原の自然」の改訂
・小学校社会科副読本「わたしたちの小田原」の改訂
・中学校社会科副読本「郷土読本小田原」の改訂
・自然観察会の実施

2,299
自然観察
会の実施
(回）

6 5 83.3%

小田原のよさをいかした教育の
推進を図ることができる。
理科や社会科、総合的な学習の
時間等で副読本が活用されてお
り、児童・生徒の郷土の文化や
自然に関する興味関心は高まっ
ている。しかし、さらなる有効な活
用について、一層の研究が必要
である

必要最小限度の事業費で行っ
ている。教職員等が自ら取材、
制作、編集を行っている。

継続実施予定。

継
続
実
施

589

教
育
指
導
課

特色ある
学校づくり
推進事業

市内幼稚園、小・中学校に委託し、「子どもの学びと育ちを地域ぐるみで支え
ていく学校づくり」をめざして、学校のグランド・デザインをもとに、子どもや教
職員、保護者、地域の方々の願いを生かし、特色ある学校づくりを推進する。
事業実施にあたり、園・学校が地域とともに構成する既存の研究会に委託し
た。

8,415
事業実施
校・園数

42 42 100.0%

本市の教育目標を実現していく
ために必要不可欠な事業であ
り、市が関与して実施するべきで
ある。
各園、各校がそれぞれの特色を
生かした事業を推進することで、
全ての子どもの幸せにつながっ
ていく。
単年度委託ではあるが、それぞ
れの園・学校が中・長期的な視
野を持って取り組んでおり、特色
ある学校づくりが展開されてい
る。

・地域の方の協力により成り
立っているところも多く、さらな
る市民力の確保に努めるととも
に、予算の拡充を検討していく
必要がある。

継続実施予定。

継
続
実
施

590

教
育
指
導
課

学校支援
地域本部
事業

子どもたちの健やかな成長を願い、市民が一体となって地域に根ざした教育
活動を実践するため、小田原市学校支援本部を設置し、11中学校区での活
動を推進しながら、学校を支援する取組の定着・発展を図った。

3,496
ボランティ
ア人数（延
べ）

66,000 75,528 114.4%

・スクールボランティア活動の推
進のため、市には事務局として
の役割が求められている。
・全中学校区で実施を図ってお
り、受益に偏りは無い。
・子どもたちの学びや成長を支え
る事業として、その定着が図られ
てきている。

・コーディネーターの謝金は、
通信費をすべて個人負担して
いただいていることに対する補
助費として必要である。
・すでに各園・各校ともボラン
ティアの募集や登録制が定着
してきている。
・県の補助金継続して活用でき
る見込みである。

継続実施予定。

継
続
実
施
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591

教
育
指
導
課

学校運営
協議会推
進事業

保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することで、
そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させるとともに、学校・家庭・地
域社会が一体となってより良い教育の実現に取り組む。
平成30年度は新たに小学校８校に学校運営協議会を導入・設置したことによ
り、設置校が17校となった。

3,601
学校運営
協議会設
置校

8 8 100.0%

学校運営協議会を通して、地域
の特性や声をふまえた画っこ運
営を図り、地域とともにある学校
づくりを目指すことからも市の事
業実施が妥当である。

学校と地域が情報を共有する
ようになり、地域と連携した取
組が組織的に実施できるように
なってきた。
学校に対する保護者や地域の
理解が深まるとともに、何より
教職員の地域を意識して教育
課程を進めていくことが重要で
あるという意識が高まってき
た。

令和元年度末までに、全小学
校25校に学校運営協議会を導
入・設置する。

継
続
実
施

592

教
育
指
導
課

防災教育
事業

学校防災アドバイザーの派遣と防災教育パンフレットの配布
【目的】
自分で自分の命を守るための思考力・判断力や行動力と、災害時における地
域の支援者として行動しようとする意欲や実行力を育てるため、防災や安全
についての児童・生徒の学びを深める取組を推進する。
【実施内容】
H30は,幼稚園１園、小学校３校、中学校１校に学校防災アドバイザーを派遣し
た。
また、小学校１・３・５年生、中学校１年生に防災教育用パンフレットと、効果的
な活用のための活用ガイドを配付した。

381
学校防災ア
ドバイザー
派遣校数

5 5 100.0%

地域の特性や児童・生徒の実態
に応じた防災教育を推進するた
めに市の事業実施が妥当であ
る。
児童生徒及び教職員の防災意
識と防災に関する実践力の向上
につながっており、今後も一層の
向上をめざす。

防災アドバイザーの派遣につ
いては、これまでの事業継続に
より全ての中学校区において、
１校園の実施ができている。
防災アドバイザー派遣校では、
「南海トラフ地震に関する情報
（臨時）」に対応した防災対策マ
ニュアルへの改定がはかられ
ている。

継続実施予定。

継
続
実
施

593

教
育
指
導
課

支援教育
事業

市立小・中学校の特別支援学級及び通常の学級に在籍するさまざまな課題
をもつ児童生徒に対して、適切な指導を行うため、教員の補助者として、小・
中学校に個別支援員を配置する。また、特別な教育的配慮を必要とする児童
生徒への支援について、関連機関と連携するとともに、高度な知識や技能を
持った専門家である医師や臨床心理士、作業療法士、理学療法士、個別指
導員等、支援教育相談支援チームの構成員を個々の事例に応じて学校に派
遣し、支援の仕方について助言・指導を実施した。 124,169

支援教育
相談支援
チーム巡回
相談派遣
回数

40 24 60.0%

様々な課題を抱えた児童生徒は
年々増加傾向にあり、市の関与
は必要である。特に、個別支援
員の配置によって、きめ細かな
対応が行われているが、これま
で以上に一人一人の教育的ニー
ズに合わせた対応が必要であ
る。インクルーシブ教育の推進の
ためにも、基礎的な環境整備や
合理的配慮の提供としての、個
別支援員配置や支援チームの
派遣は必須である。

個別支援員については、県の
最低賃金（時給９９０円）で雇用
をしている。また、作業療法
士、理学療法士については、
国際医療福祉大学との連携に
より、無償で各校の相談に応じ
ていただいている。また、従来
２年生に配置していたスタディ
サポートスタッフを通常の学級
対応の個別支援員として再編
し、より柔軟な対応が可能とな
るようにした。

特別支援学級在籍児童生徒が
増加していることに加え、通常
の学級に在籍してる児童生徒
の教育的ニーズに十分に対応
し、インクルーシブ教育を推進
するために、個別支援員の配
置は欠かせないことから、更な
る予算措置が必要である。

見
直
し
・
改
善

594

教
育
指
導
課

特別支援
相談・通級
指導教室
充実事業

○

小田原市の支援教育あり方、内容・指導方法の改善、条件整備等について話
し合うために、特別支援教育推進会議を年２回開催する。また、幼・小・中学
校に在籍する、様々な課題をもつ児童生徒や保護者及び教員を対象に相談
を受けるため特別支援教育相談室「あおぞら」を運営するとともに、コミュニ
ケーションやことばの課題に対する適切な指導や支援をおこなうために、通級
指導教室を運営する。さらに、教育的ニーズのある児童生徒に対し、学校生
活において適切な支援や環境について検討するために就学支援委員会を含
めた就学相談を実施した。

9,756

通級を希望
する児童の
入級実績
（％）

100 100 100.0%

様々な課題を抱えた児童生徒
は、年々増加し、その背景は複
雑化している。学校と直結した児
童生徒に関わるものであるた
め、担当課が他機関と連携し、一
人一人に必要な支援や環境につ
いて検討していく必要がある。ま
た、多様性を認め合う社会をつ
くっていくためにも、市が関与し
相談体制を充実させる必要があ
る。

相談内容の複雑化や教育的
ニーズの多様化に伴い、相談
に伴う検査費用の見直し、通
級指導教室の充実、さらに総
括的な相談体制のあり方につ
いて、検討した。

相談件数の増加や相談内容の
複雑化に対応するため、専門
的な人材の確保や関係機関と
の連携支援体制の整備を検討
する。また、通級指導教室にお
ける指導力を向上させるため
に、研修会や学習会を開催す
る。

見
直
し
・
改
善

595

教
育
指
導
課

日本語指
導協力者
派遣事業

外国につながりのある児童・生徒に対する日本語指導等において、教員の支
援を行う協力者を必要に応じて定期的に派遣することで、適切な学校教育の
機会を図る。
【目的】
日本語指導を必要とする児童生徒が、学習面や生活面において支援を受け
ることによって、安心して学校生活を送ることができる体制づくりを進める。
【内容】
小・中学校に日本語指導等協力者を派遣し、支援を必要とする児童生徒に対
して日本語指導を行った。

1,422

日本語指
導等協力
者派遣回
数（回）

940 749 79.7%

日本語の理解が十分ではない、
外国につながりのある児童生徒
へを支援する国や県の事業の実
施がない現状では、市で指導員
を派遣する必要がある。指導員
を定期的に派遣し個々の状況に
応じた支援により、児童生徒の
生活面や学習面での不安の減
少、学校生活への意欲の向上に
つなげることができている。継続
的に支援を希望する学校が多い
ことからも、成果が概ね得られて
いると判断される。

日本語指導等協力者を対象と
した連絡会で、外部機関の職
員を講師として招き、神奈川県
の外国につながる児童生徒に
関する教育相談の状況の情報
提供、指導で活用できる教材
の紹介等をおこなった。

様々な母語に対応できるよう日
本語指導等協力者の増員や児
童生徒一人あたり派遣回数を
増やすための予算措置を検討
する。

見
直
し
・
改
善
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）
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596

教
育
指
導
課

登校支援
事業

○

不登校児童生徒の学校復帰を支援するための教育相談指導学級を運営す
る。
家の外に出ることが難しい状況にある不登校児童生徒とその保護者に対し
て、家庭訪問を中心とした相談活動を行う不登校生徒訪問相談員を派遣し
た。

26,521

小田原市
児童生徒
の不登校
出現率
（％）※複
数指標であ
るべき事業
であるた
め、統一的
基準による
判定の対
象外

小0.39 中2.76
小1.27
中4.69 -

学校では解決が困難である不登
校のケースも増加しているため、
市としての関与が必要である。
教育相談指導学級での活動を通
して自己肯定感やコミュニケー
ション力を身につけることで、在
籍校への復帰や高校進学へつ
なげることができている。また、
家庭から外へ出ることが難しい
状況の児童生徒に対しても継続
した支援が可能となる。

教育相談指導学級において、
受け入れの対象を広げた経緯
もあり、様々な利用の仕方が増
えつつある。

小84名⇒ 94名、中153名⇒222
名と不登校者数は増加。
不登校の傾向として、その要因
の多様化・複雑化と低年齢化が
挙げられる。また、前年度からの
継続者よりも新規の不登校者数
が増加している。より早期に適切
な見取りと支援の検討を行うた
めに専門的な人材の確保や関係
機関との連携支援体制の充実を
図る。また、教育相談指導学級
等、学校以外の学びの場につい
て検討する必要がある。

見
直
し
・
改
善

597

教
育
指
導
課

いじめ防
止対策推
進事業

○

いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした
「小田原市いじめ防止基本方針」に基づき、学校が行ういじめ防止対策を支
援するとともに、「小田原市いじめ問題対策連絡会」を開催し、家庭、地域およ
び関係機関との更なる連携を図っている。また、「小田原市いじめ防止対策調
査会」においては、医師、弁護士、臨床心理士、学識経験者、社会福祉士に
より、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処のために講ずる対策の実効
性の向上、重大事態が発生した場合の調査審議を行っている。

1,930 - - - -

いじめの認知について、周知を
すすめてきた結果、学校はいじ
めを積極的に認知していこうと
いう考え方に変わってきてい
る。

継続実施予定。

継
続
実
施

598

教
育
指
導
課

生徒指導
員派遣事
業

中学校における生徒指導の充実を図り、生徒指導上の諸課題を改善するた
めに生徒指導員を派遣する。教員と連携し、個別に指導が必要な生徒への指
導・相談や学習支援等にあたる。
児童・生徒指導を計画的に進め、非行や不登校、いじめ等の問題行動を未然
に防いだり、問題発生時には臨機応変に対応・指導したりするとともに、問題
行動の原因や対応について理解を深め、児童・生徒指導体制の充実をはか
る。
生徒指導上の諸課題により学校運営に支障をきたすおそれのある市内中学
校５校に生徒指導員を派遣した。

12,317
生徒指導
員の派遣
人数

5 5 100.0%

生徒指導上の問題への対応を
主とした人員の配置は、本市の
生徒の学校生活の安定につな
がっている。、生徒指導員と教職
員とが連携し、生徒指導上の問
題の把握や抑止等について、よ
りきめ細かく組織的に対応するこ
とが可能となっている。

予算上、市内全校への配置は
できないため、各校の生徒指
導上の課題を把握し、必要度
を鑑みて、配置校を決定してい
る。
全中学校への派遣ではない
が、配置校にその成果が偏る
という考え方ではなく、市全体
の生徒指導体制の充実のため
の配置と考えている。

継続実施予定。

継
続
実
施

599

教
育
指
導
課

教育相談
事業

様々な問題を抱える子どもや保護者を対象とした教育相談を行う。必要に応
じて学校と連携をとり、専門的な機関との緊密な連携により、組織的に教育相
談を進める。
【内容】
電話相談、来所相談、訪問相談など、様々なかたちで相談を受けた。教育相
談指導学級や専門的な機関との連携も行った。

11,008
相談回数
（回）

3,000 2,012 67.1%

様々な問題を抱えた児童生徒、
保護者は増加している傾向にあ
り、市の関与は必要である。特
に、不登校児童生徒の出現率が
増加しており、教育相談の充実
が求められる。・学校や関係機関
と連携する中で、不登校に悩む
児童生徒を学校生活への復帰
や教育相談指導学級への通級
につなげることができている。継
続的な支援は、児童生徒やその
保護者の支えとなっている。

相談者に寄り添い、きめ細かに
対応できるよう心がけている。

相談件数の増加や相談内容の
複雑化に対応するため、専門
的な人材の確保について検討
する。また、関係機関との連携
により、不登校の要因が複雑な
ケースにおいては、関係機関と
の連携をよりスムーズに行い、
幼～中学校卒業後において
も、一貫した継続的な支援が行
えるよう、来年度開設の教育支
援センターにおいて、支援体制
の整備を行う。

継
続
実
施

600

教
育
指
導
課

ハートカウ
ンセラー相
談員派遣
事業

児童や保護者等が悩みを相談することで、安心した学校生活を送ることがで
きるように、第三者的な相談員として、ハートカウンセラーの派遣を行う。
【目的】
仲間とのトラブルや学習面、家庭環境などについて、児童やその保護者から
相談を受けることで、ストレスを和らげる。早い段階から相談活動を行うことに
よって、いじめや不登校などの未然防止を図った。 910

相談件数
（件）

1,300 904 69.5%

ハートカウンセラーは、小学校に
おいて、児童や保護者にとって
身近な第三者的な相談員であ
り、きめ細かく児童の様子を把握
することができている。
相談件数も増加傾向にある。

相談室での相談だけでなく、昼
休みや給食時の何気ない会話
からの見とりをするなど、ハー
トカウンセラーが積極的に児童
の中に入って相談活動を行うこ
とで、安心できる環境をつくるこ
とにつながっている。

相談件数の増加や相談内容の
複雑化に対応するため、関係
機関との連携がよりスムーズに
行えるようにする。
本事業については、令和元年
度末で廃止。児童の様子をより
専門的な立場からみとり、支援
に活かしていくことができるよう
な人材ほ確保等を検討してい
く。

見
直
し
・
改
善

601

教
育
指
導
課

小学校児
童就学支
援事業

○

小学校の就学支援を目的に保護者等の経済的負担の軽減と教育の機会均
等を図るための就学援助制度のほか、特別支援教育就学奨励費、児童生徒
付添交通費補助金及び遠距離通学費補助金等を実施した。

118,284 - - - -

特別支援教育就学奨励費…所
得の判定のために課税証明書
の提出を必須としていたが、保
護者から税情報を閲覧する旨
の同意をもらうことで、証明書
の提出を不要とすることで、事
務を簡素化した。（平成２８年
度検討、実施は平成２９年度）
就学援助制度…就学援助シス
テムを導入したことにより、事
務量の削減を図った。

特別支援教育就学奨励費及び
就学援助制度…国の示す支給
科目の単価増減に連動して、
市も実施する予定。
小学校入学前の前倒し支給を
検討していく。

継
続
実
施
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家庭教育支援に関連する事業一覧（令和元年度事務事業評価）
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602

教
育
指
導
課

中学校生
徒就学支
援事業

○

中学校の就学支援を目的に、保護者等の経済的負担の軽減と教育の機会均
等を図るための就学援助制度のほか、特別支援教育就学奨励費、児童生徒
付添交通費補助金及び遠距離通学費補助金等を実施した。

74,163 - - - -

特別支援教育就学奨励費…所
得の判定のために課税証明書
の提出を必須としていたが、保
護者から税情報を閲覧する旨
の同意をもらうことで、証明書
の提出を不要とすることで、事
務を簡素化した。（平成２８年
度検討、実施は平成２９年度）
就学援助制度…就学援助シス
テムを導入したことにより、事
務量の削減を図った。
片浦中学校の統合に伴う通学
費補助金…令和５年度末で終
了。

特別支援教育就学奨励費及び
就学援助制度…国の示す支給
科目の単価増減に連動して、
市も実施する予定。

継
続
実
施

603

教
育
指
導
課

高等学校
等奨学金
事業

平成２２年度から、国において公立高等学校授業料が原則無償化となった
が、実際には制服、教科書代等の負担で進学を諦めざるを得ない家庭を支
援することを目的に、市内に住所を有し、高等学校等に在学する者を対象に
奨学金を年額４０，０００円（授業料以外の教科書・教材等学資分）を、奨学金
として支給した。（小田原市奨学基金を財源とする。75人募集、所得要件、成
績要件有。） 2,480

奨学金支
給者数

50 62 124.0%

小田原市奨学基金を活用してお
り、経済的な理由により進学を諦
めざるを得ない生徒を救済する
ためには有効である。

支給額を30,000円から40,000
円に増額した。文科省が実施
する子どもの学習費調査結果
が公立市立共に40,000円を上
回ったため対応した。また、他
の奨学金と併用可とした。奨学
金の目的、金額などが多種多
様であり複数の奨学金制度を
併用することが更なる負担軽
減に繋がると考えたため。

継続実施予定。

継
続
実
施

604

教
育
指
導
課

公立幼稚
園教育推
進事業

幼稚園教育を向上を目的に、介助を要する園児を支援するための介助教諭
など各園に臨時職員の配置、酒匂幼稚園及び下中幼稚園での延長保育の実
施、発達障がい児等の支援の方向性等を幼稚園教諭に助言するための臨床
心理士等の専門家の派遣、教員の資質向上等を図るための研究事業を実施
した。
これにより、就学前教育の充実は図られたが、今後は、保育所及び小学校と
も連携し、運営形態を含めた在り方を検討していく。

30,102
介助教諭
等配置数

26 30 115.4%

幼児教育の充実を図り、質の向
上に努めていく必要があることか
ら、市が関与して実施するべきで
ある。

副園長不在の園が２園あり、必
要最低限の人員で運営してい
るが、質の高い保育を提供す
る上でも適正な職員数につい
て検討する必要があると考え
る。

継続実施予定。

継
続
実
施

17/17



家庭教育の支援に関連する事業の対象区分表

事務

事業

№ 妊娠期 0歳児 乳幼児 未就学児 小学校 中学校 高校生

【文化部】

95 家庭教育学級事業 ○ 生涯学習課

96 PTA研修事業 生涯学習課

99 尊徳顕彰事業 4～６年生 生涯学習課

110 尊徳学習推進事業 ○ 生涯学習課

136 子どもの読書活動推進事業 ○ 図書館

141 スポーツ観戦提供事業 スポーツ課

【福祉健康部】

309 地域自殺対策強化事業 ○ 健康づくり課

310 食育実践活動事業 ○ 健康づくり課

316 小児深夜救急医療事業 ○ 健康づくり課

320 乳児家庭全戸訪問事業 ○ ○ 健康づくり課

321 妊婦健康診査事業 ○ ○ 健康づくり課

322 乳幼児健康診査事業 ○ ○ 健康づくり課

323 育児相談事業 ○ 健康づくり課

324 母子訪問指導事業 ○ ○ 健康づくり課

325 子育て世代包括支援センター運営事業 ○ ○ 健康づくり課

326 母子健康教育事業 ○ ○ 健康づくり課

【子ども・青少年部】

329
ファミリー・サポート・センター管理運

営事業
○ 子育て政策課

330 子育て支援フェスティバル開催事業 ○ 子育て政策課

331 地域子育てひろば事業 ○ 子育て政策課

332 児童遊園地管理補助事業 ○ 子育て政策課

333 子育てマップ発行事業 ○ 子育て政策課

334 養育支援家庭訪問事業 ○ 子育て政策課

335 児童相談事業 ○ ○

子育て政策課

　↓

子ども青少年支援課

336 児童扶養手当支給事業 ○ ○ 子育て政策課

337 母子家庭等自立支援事業 ○ 子育て政策課

338 児童手当支給事業 ○ ○ 子育て政策課

339 子育て支援拠点管理運営事業 ○ 子育て政策課

340 児童プラザ管理運営事業 ○ 子育て政策課

341 小児医療費助成事業 ○ 子育て政策課

342 ひとり親家庭等医療費助成事業 ○ 子育て政策課

343 未熟児養育医療費助成事業 ○ ○ 子育て政策課

344
市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運

営事業
○

子育て政策課

　↓

子ども青少年支援課

345 保育所等訪問支援事業

子育て政策課

　↓

子ども青少年支援課

346 早期発達支援事業

子育て政策課

　↓

子ども青少年支援課

347
おだわら子ども若者教育支援センター

整備事業（新規）
○

子育て政策課

子ども青少年支援課

教育指導課

348 公立保育所管理運営事業 ○ 保育課

349 民間施設等運営費補助事業 ○ 保育課

351 多様な保育推進補助事業 保育課

352 認可外保育施設支援事業 ○ 保育課

353 教育・保育の提供体制推進事業 保育課

354 私立幼稚園教育支援事業 ○ 保育課

355 就学前教育・保育充実事業（新規） ○
保育課・

教育指導課

対象年齢
所属名事業名

子ども・

子育て支援

事業計画

義務的 保護者
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家庭教育の支援に関連する事業の対象区分表

事務

事業

№ 妊娠期 0歳児 乳幼児 未就学児 小学校 中学校 高校生

対象年齢
所属名事業名

子ども・

子育て支援

事業計画

義務的 保護者

356 プレイパーク事業 ○ 青少年課

357 子ども会支援事業 ○ 青少年課

358 地区健全育成組織支援事業 ○ 青少年課

359 青少年育成推進員支援・活用事業 ○ 青少年課

360 地域の見守り拠点づくり事業 ○ 青少年課

361 情報発信支援事業 ○ 青少年課

362 青少年環境浄化団体等支援事業 ○ 青少年課

363 街頭指導活動等充実事業 ○ 青少年課

364 青少年と育成者のつどい開催事業 青少年課

367 指導者養成研修・派遣事業 ○ 青少年課

368 青少年リーダー育成事業 青少年課

369 体験学習事業 ○ 青少年課

370 相談及び自立支援充実事業

青少年課

　↓

子ども青少年支援課

371 青少年相談センター管理運営事業 ○ 青少年課

【教育部】

563 放課後児童健全育成事業 ○ 教育総務課

564 放課後子ども教室推進事業 ○ 教育総務課

565 学校教材整備・管理事業（小学校） 教育総務課

566 学校教材整備・管理事業（中学校） 教育総務課

567 教材等整備・管理事業（幼稚園） 教育総務課

568 食育啓発事業 ○ 学校安全課

569 健康診断事業 ○ 学校安全課

570 保健教育事業 学校安全課

571 学校災害給付事業 ○ 学校安全課

572 学校給食事業 学校安全課

573 学校施設維持・管理事業（小学校） 学校安全課

574 学校施設維持・管理事業（中学校） 学校安全課

575 施設維持・管理事業（幼稚園） 学校安全課

576 教育ネットワーク整備事業 ○ 学校安全課

577 校庭・園庭芝生管理事業 学校安全課

578 給食調理施設・設備整備事業 学校安全課

579 学力向上支援事業 ○ 教育指導課

580 外国語教育推進事業 ○ 教育指導課

581 読書活動推進事業 ○ 教育指導課

582 人権教育事業 ○ 教育指導課

583 情操教育充実事業 教育指導課

584 体力・運動能力向上事業 教育指導課

585 部活動活性化事業 教育指導課

586 共同研究事業 教育指導課

587 二宮尊徳学習事業 ○ 教育指導課

588 郷土学習推進事業 教育指導課

589 特色ある学校づくり推進事業 ○ 教育指導課

590 学校支援地域本部事業 ○ 教育指導課

591 学校運営協議会推進事業 教育指導課

592 防災教育事業 教育指導課

593 支援教育事業 ○ 教育指導課

594 特別支援相談・通級指導教室充実事業 教育指導課

595 日本語指導協力者派遣事業 ○ 教育指導課

596 登校支援事業 ○ 教育指導課

597 いじめ防止対策推進事業 教育指導課

598 生徒指導員派遣事業 教育指導課

599 教育相談事業 ○ 教育指導課

600 ハートカウンセラー相談員派遣事業 教育指導課

601 小学校児童就学支援事業 教育指導課

602 中学校生徒就学支援事業 教育指導課

603 高等学校等奨学金事業 教育指導課

604 公立幼稚園教育推進事業 教育指導課
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総合教育会議の今後のテーマについて（案） 

 

令

和

２

年

度 

① R2. 7.17 
教育関連の市長の政策 

（市長講話・意見交換） 
  

② R2.11.13 
家庭教育支援 

（アドバイザー講義・意見交換） 
  

③ R3. 2 月 
家庭教育支援 

（意見交換） 
  

令

和

３

年

度 

① R3. 7 月 教育大綱の改定 

教育大綱 

改定検討 
 

② R3.10 月 教育大綱の改定   

③ R4. 2 月 
教育大綱の改定（素案完成） 

学校教育振興基本計画の改定 

新教育大綱 

素案完成 

振興基本計画 

改定 

有識者会議 

令

和

４

年

度 

① 

～  

③ 

未定 
学校教育振興基本計画の改定 

（教育大綱素案の修正） 

 

 

 

 

 

新教育大綱 

完 成 

 

 

 

 

 

新振興基本計画 

完 成 

 

  

 
 一 本 化  

（期間：令和５～９年度） 
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